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第1章 計画の概要 

 

1 計画策定の趣旨 

これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済構造により、廃棄物（以下

「ごみ」という。）の排出量は高水準で推移し、これらのごみを処理することで、生

活環境は元より地球環境に至るあらゆる側面に多大な負荷をかけています。 

近年、全国の自治体や住民団体、事業者などの様々な活動において、こうした社会

経済構造から脱却を図る動きがみられるようになりましたが、一方で天然資源の枯渇

や地球温暖化など、地球規模の環境問題もより深刻化しています。 

ごみ問題に関しては、昭和45年に国が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以

下「廃棄物処理法」という。）を制定し、以来、ごみの適正処理の規制を強化すると

ともに、平成12年以降は「循環型社会形成推進基本法」やリサイクル推進に係る関係

諸法を整備し、Reduce（リデュース：ごみの排出抑制）、Reuse（リユース：再使

用）、Recycle（リサイクル：再生利用）の3Rを基本理念に循環型社会の形成を図っ

ています。 

これら法体系の下、新城市（以下「本市」という。」においては、平成17年10月の

合併以前から旧市町村（新城市、鳳来町、作手村）で事務組合を組織し、広域で焼却

処理、焼却灰の埋立処理業務を行っており、合併後ごみの収集処理業務の効率化、集

約化を進める中で、旧市町村ごとに策定したごみ処理計画を基本に、地域事情や時勢

に応じた業務を行ってきました。 

これにより、市民の間にはリサイクルの意識が高まり、資源回収活動などで成果が

みられていますが、大量生産や大量消費型の社会経済構造の中で本市のごみ全体の排

出量は依然として横ばいで推移しています。 

こうした背景の下、これまでの本市のごみ処理に関する業務を総括し、収集体制の

更なる効率化や保有している焼却施設・埋立処分場などの運用方針を定めるとともに、

今後より一層、市民・事業者・行政の協働によりごみの排出抑制に取り組み、排出さ

れるものについてはリサイクル・適正処理を行うことで、資源循環型社会の実現に寄

与するための基本事項を定める中長期的な計画として「ごみ処理基本計画」（以下

「本計画」という。）を策定します。 
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2 計画の性格 

（1）法的な位置付け 

本計画は、廃棄物処理法の第6条第1項に規定される一般廃棄物処理計画のうち、生

活排水を除く「ごみ」に関して、市が長期的・総合的視点に立って減量、資源化、収

集運搬、適正処理などに必要な事項を定めるものです。 

なお、本計画に定める事項は、廃棄物処理法をはじめとする上位法令・指針の基本

方針に即したものとします。 

 

（2）市の他計画との関係 

廃棄物処理法第6条第3項において、市町村は、一般廃棄物処理計画を地方自治法に

定める基本構想に即して定めるものとされています。 

本市は、平成20年4月に市の基本構想となる「第1次新城市総合計画」を、同年10月

には「新城市環境基本計画」を策定しています。本計画では、循環型社会形成のため

の法令や国・県の各種計画、本市の上位計画の基本方針との整合を図ります。 

 

（3）地球温暖化対策との関係 

ごみの排出抑制から収集処理に関する施策は温室効果ガスの排出抑制につながり、

地球温暖化防止に大きく寄与することから、本計画では、地球温暖化対策の関係法令

や本市における関係計画との整合を図ります。 
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図 1-1 計画の位置付け 

循環型社会形成推進基本法(H13.1完全施行) 

○廃棄物・リサイクル対策を総合的かつ計画的に推進 

○循環型社会の形成に向け実効ある取組の推進 

環境基本法(H6.8完全施行) 

環境基本計画(第3次 H18.4) 

循環型社会形成推進基本計画(第2次 H20.3) 

廃棄物処理法(H15.12改正施行) 

○廃棄物の排出抑制 

○廃棄物の適正処理 

○廃棄物処理施設の設置規制 

○廃棄物処理業者に対する規制 

○廃棄物処理基準の設定 

資源有効利用促進法(H13.4全面改正施行)

○再生資源のリサイクル 

○リサイクル容易な構造・材質などの工夫 

○分別回収のための表示 

○副産物の有効利用の促進 

《再利用の推進》 

《個別物品の特性に応じた規制》 

グリーン購入法(H13.4完全施行)  ○国などが率先して再生品などの調達を推進 

新城市 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 

新城市第1次総合計画(H20.4) 

市民生活から排出されるごみの適正処理を

行うとともに、処理施設の整備と管理によ

り、良好な生活環境を確保する。 

新城市環境基本計画(H20.10) 

①「もったいない」活動 

②グリーンコンシューマーの育成 

③ごみの分別・収集・処理体制の整備 
 

上記の３点を基本にごみ減量に取り組み、

環境負荷の少ない自立循環のまちをめざす。 

新城市 

愛知県 

愛知県廃棄物処理計画(H19.3) 愛知県ごみ焼却処理広域化計画(H21.3) 

廃棄物処理施設整備計画(H20.3) 
廃棄物処理法基本方針 

(H17.5)一部改正 

家電 
リサイクル法
(H13.4完全施行)

食品 
リサイクル法
(H13.5完全施行)

建設 
リサイクル法
(H14.5完全施行)

自動車 
リサイクル法
(H17.1完全施行)

容器包装 
リサイクル法 
(H12.4完全施行) 

循環型社会形成のための法体系

《廃棄物の適正処理》 
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3 計画の対象 

（1）計画対象区域 

計画対象区域は、本市の行政区域内全域とします。 

 

（2）計画の範囲 

本計画の範囲は、市全域で発生するごみ（一般廃棄物）の排出抑制、分別排出、収

集・運搬、中間処理、最終処分までとします。なお、計画対象とするごみは、市内で

発生するごみのうち、し尿、浄化槽汚泥を除くごみ全体を対象とします。 

 

（3）計画の目標年度 

本計画の期間は、平成22年度を初年度として、平成30年度を目標年度とします。 

なお、概ね5年後あるいは計画の前提となる諸条件に大きな変動があった場合には

見直しを行います。 
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第2章 計画を取り巻く状況 

 

1 本市の概況 

（1）位置 

本市は、東三河のほぼ中央部に位置し、東は静岡県浜松市、北は設楽町、東栄町、

西は豊田市、岡崎市、南は豊川市、豊橋市と隣接しています。 

今後は、新東名高速道路や三遠南信自動車道が整備されることにより、首都圏や中

京圏・関西圏をはじめ、中部国際空港・三河港へのアクセス利便性の向上や、南信

州・遠州・東三河の各都市間を結ぶ新たな広域経済圏の形成を通じて、人・文化・

物・資本・情報の交流拡大が進むと想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：第1次新城市総合計画 H20.4） 

図 2-1 本市の位置 

新城市

浜松市

設楽町
東栄町

豊田市

岡崎市

豊川市

豊橋市
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（2）地形・地質 

  ア  新城地区 

新城地区は、地域の中央を豊川が南西に流れ、北側に木曾山系の南端を形成する本

宮山や雁峰山が連なり、南側には弓張山脈が連なっています。地質は中央構造線を境

として南北で異なり、北部は主に領家変成帯に属し、南部は主に三波川変成帯と呼ば

れる地質帯に属しています。北部の地質はマサ状風化を受けやすく、斜面崩壊や土石

流などを起こしやすい性質を持ち、南部の地質は、岩石の形状が板を何枚も張り合わ

せたような構造となっているため、地すべりを起こしやすい特徴を持っています。 

新城地区における森林面積の占める割合は約60%であり、他の2地区に比べ都市的機

能の基盤となる道路、宅地などの比率が高い状況です。 

 

  イ  鳳来地区 

鳳来地区は、中央に鳳来寺山がそびえ、西側に木曾山系、東側に明石山系の南端が

延び、北側は棚山、明神山、宇連山、竜頭山から北設山間地帯へと続いています。ま

た、宇連川から豊川にかけて、地区を縦断する形で中央構造線が位置しており、その

南側は主に変成岩、北側は堆積岩からなっており、全体に断層や褶曲が多い複雑な地

形となっています。 

鳳来地区における森林面積の占める割合は約92%であり、森林資源の豊かさがうか

がえます。 

 

  ウ  作手地区 

作手地区は、三河高原の南端に位置し、北側に愛知高原国定公園、南西側に本宮山

県立自然公園が占めています。地質は古生層に属し、その母岩は風化の進んだ花崗岩

と領家片麻岩とに大別できます。彦坊山から北と東にかけての一帯と、本宮山から獅

子が森にかけては領家片麻岩系で、雁峰山から竜頭山にかけては花崗岩系となってい

ます。土壌は主に砂質土壌で崖崩れや土砂災害の発生しやすい地域となっています。 

作手地区における森林面積の占める割合は約88%であり、平均標高550mの高原とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：新城市都市計画マスタープラン H20.9） 

図 2-2 本市の地形 

彦坊山

雁峰山
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（3）気象 

新城市消防本部における平成11年から平成20年までの過去10年間の気象観測結果に

よると、年平均気温は15.8℃、年降水量は1750mm程度となっています。 

 

表 2-1 気象の概況 

年 次 
年平均気温

(℃) 

年最高気温

(℃) 

年最低気温

(℃) 

年降水量

(mm) 

H11 

H12 

H13 

H14 

H15 

H16 

H17 

H18 

H19 

H20 

18.2※ 

15.9 

15.7 

15.8 

15.4 

16.2 

15.1 

15.2 

15.3 

15.2 

32.6※ 

33.7 

33.7 

33.6 

30.7 

35.9 

35.8 

36.0 

37.1 

36.1 

0.2※ 

-1.1 

-0.8 

-0.8 

-1.2 

-4.0 

-3.6 

-4.9 

-2.7 

-4.8 

1,734.5※

1,860.0 

1,483.5 

1,267.5 

2,188.5 

2,182.5 

1,240.0 

2,061.0 

1,621.5 

1,826.5 

10年平均    15.8 34.5 -2.4 1,746.6 
※平成11年度の1月及び2月は、計器調整のため欠測 

（資料：消防年報／消防本部通信指令室計測）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 気象の概況 
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（4）人口 

過去14年間の人口の推移は、やや減少傾向にあり、平成20年度の外国人登録を含む

人口は52,718人となっています。また、国勢調査によると、世帯数は増加傾向にあり、

平成7年から平成17年の10年間で、1世帯当たりの人員は3.6人から3.2人に減少してい

ます。 
 

表 2-2 人口の推移 

国勢調査 住民基本台帳 
年 度 総人口

(人) 
世帯数 
(世帯) 

世帯人員
(人/世帯)

住基人口
(人) 

外国人登録
(人) 

合 計 
(人) 

H7 54,602 15,180 3.60 55,336 515 55,851

H8  55,270 474 55,744

H9  55,280 590 55,870

H10  54,967 502 55,469

H11  54,740 434 55,174

H12 53,603 15,703 3.41 55,530 429 55,959

H13  54,255 536 54,791

H14  53,944 535 54,479

H15  53,715 643 54,358

H16  53,250 738 53,988

H17 52,178 16,156 3.23 52,924 883 53,807

H18  52,351 921 53,272

H19  51,957 1,049 53,006

H20  51,628 1,090 52,718

※国勢調査は各年10月1日現在の数値。 

（資料：国勢調査、住民基本台帳）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 2-4 人口の推移 

49,000

50,000

51,000

52,000

53,000

54,000

55,000

56,000

57,000

H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

人
口

(人
)

住基人口 外国人登録

0 

8



 

 9

 

（5）産業 

産業別の従業者数の推移をみると、第1次産業は、従業者数、構成比とも減少傾向

にあります。第2次産業は、平成2年以降、従業者数、構成比とも減少傾向にあります。

第3次産業は、産業のソフト化・サービス化に伴い、従業者数は増加傾向にあり、平

成17年には50%以上の構成比となっています。 

 

表 2-3 産業別人口の推移 

第1次産業 第2次産業 第3次産業 総 計 
年 次 

(人) (%) (人) (%) (人) (%) (人) 

S60 4,841 16.5 12,417 42.6 11,937 40.8 29,281 

H2 3,729 12.7 13,200 44.9 12,459 42.4 29,415 

H7 3,727 12.4 12,778 42.6 13,498 45.0 30,021 

H12 3,135 10.9 11,766 41.1 13,685 47.8 28,646 

H17 2,875 10.4 10,731 38.9 13,888 50.4 27,572 

※各年10月1日現在の数値。 

※総計には分類不能の産業を含む。 

（資料：国勢調査）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-5 産業別人口の推移 
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（6）土地利用 

本市は、地形や植生といった自然環境の豊かさから、市域の約3割が国定公園や県

立自然公園に指定されている区域となっています。市域は、東西約29.5km、南北約

27.3kmで、県内2番目の広さ（県土の9.7%）となる499km2を有し、市域の84%を占める

森林は、豊川水系と矢作川水系の水源かん養の役割を果たすとともに、地球温暖化防

止などの多様な機能を持っています。 

本市は中山間地域に位置しており、平坦部において市街地を形成し、都市的機能や

工業団地の集積と都市近郊型農業がみられる新城地区、新城地区から続く平坦地に商

工業の一定の集積があり、併せて広大な山間地域において森林産業を創出してきた鳳

来地区、山間地域にありながら平均標高550mの高原性気候を活かした農業が盛んな作

手地区と、地域ごとに地形に応じた多様な生活環境を有しています。 

本市の土地利用は、平成2年から平成17年にかけて、宅地及び道路が増加し、農用

地及び森林は減少傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：土地に関する統計年報） 

 

図 2-6 土地利用状況 
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2 ごみ処理行政の動向 

循環型社会の形成に向けて、図 1-1に示したように、「循環型社会形成推進基本

法」の制定をはじめ、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」や

「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」の改正、「容器包

装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法）」、

「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」などの個別物品の特性に応じた

各種リサイクル法が整備されています。 

平成13年1月に施行された循環型社会形成推進基本法に基づき、循環型社会の形成

に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成15年3月に第一次の「循環型

社会形成推進基本計画」が定められました。なお、平成20年3月には同計画の見直し

が行われ、循環型社会の実現に向けた施策や取組の進展度を測るための目標値などが

掲げられています。 

このほか、平成12年6月に改正された「廃棄物処理法」第5条に基づき、「廃棄物の

減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本

的な方針（廃棄物処理法基本方針）」が平成13年5月に策定されました。同方針は、

平成17年5月に改正され、廃棄物の排出抑制、再生利用などによる廃棄物の減量その

他その適正な処理に関する目標設定や施策を推進するための基本的事項、廃棄物の処

理施設の整備に関する基本的事項などの方針が示されています。 

平成17年に改正された廃棄物処理法基本方針に基づき、平成19年6月には、「市町

村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針」が策定され、

当該指針では、市町村が廃棄物の減量その他その適正な処理を確保するための取組を

円滑に実施できるようにすることを目的とした一般廃棄物の標準的な分別収集区分及

び適正な循環的利用や適正処分の考え方などが示されています。 

また、平成20年3月には、平成17年に改正された廃棄物処理法基本方針に即して、

廃棄物処理施設整備事業のより一層の計画的な実施を図るため、新たな「廃棄物処理

施設整備計画」が策定されています。 

一方、愛知県では、平成15年3月に、土地所有者や排出事業者の責務の拡大、廃棄

物処理施設に関する情報の開示、焼却施設への規制の強化などを盛り込んだ「廃棄物

の適正な処理の促進に関する条例」を制定し、廃棄物の適正な処理を促進し、県民の

生活環境の保全に努めています。また、同時期に、「あいち資源循環型社会形成プラ

ン」を策定し、3Rの普及促進を進める行動計画を作成して循環型社会の形成に努めて

います。平成19年3月には「愛知県廃棄物処理計画（平成19年度～23年度）」を策定

し、県民・事業者・市町村・県などの各主体がそれぞれの立場で、積極的に廃棄物の

減量化、資源化を推進するとともに、発生した廃棄物については適正な処理の推進を

図る施策を実施しています。 

平成19年9月には、「愛知県分別収集促進計画（第5期）」を更新し、容器包装リサ

イクル法に基づき、市町村の行う容器包装の分別収集が円滑に推進されるよう各種施

策を推進しています。平成21年3月には、「第2次愛知県ごみ焼却処理広域化計画」を

更新し、ごみ処理の広域化を具体的に推進するための広域化実施計画として、300ｔ/

日以上のダイオキシン類の排出の少ない全連続式ごみ焼却施設（全連続炉）への集約

化を目指しています。 
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3 関係市町村の動向 

本市は合併前の旧市町村において、それぞれにごみの収集処理に関する担当部局を

設け、自区内で排出されるごみの収集処理業務を行ってきました。このうち可燃ごみ

の処理については、旧市町村で広域事務組合を組織し、焼却及び焼却灰の埋立処理業

務を行ってきました。 

そして、平成17年10月の合併により、広域事務組合を市へ統合し、以降、旧市町村

の担当部局を集約し、平成20年度からごみの収集処理に関する全ての業務を生活衛生

課で行っています。 

本市を含む東三河の関係市町村の動向としては、「愛知県廃棄物処理計画（平成19

年度～23年度）」（平成19年3月）において、廃棄物処理施設の整備方針のうち、広

域的な最終処分場の整備に関しては、現行の広域エリアを基本としつつ、搬入距離な

どの地理的な要素、経済的、行政的なつながり、適地の状況などを勘案し、エリア相

互の境界の見直しも含めて検討するとしています。本市は、東三河エリア（東三河地

域の5市6町村：豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村、

旧音羽町、旧小坂井町、旧御津町）に含まれています。 

一方、「第2次愛知県ごみ焼却処理広域化計画（平成20年度～29年度）」（平成21

年3月）では、焼却能力100t/日以上を基準として県内を24ブロックに、また焼却能力

300t/日以上を基準として県内を13ブロックに区割りを行い、ブロック内におけるご

み処理の広域化を具体的に推進するための広域化実施計画を策定し、300t/日以上の

全連続炉への集約化を目指しています。 

同計画では、本市は東三河ブロック（豊川市、蒲郡市、新城市、設楽町、東栄町、

豊根村、旧小坂井町、根羽村（長野県））に位置付けられています。東三河ブロック

内の施設状況を以下に示します。 
 

表 2-4(1) 東三河ブロックのごみ処理施設（H20.4.1現在） 

処理能力 発電能力
 事業主体 施設名称 施設の種類 炉形式 

(t/日) (KW) 

蒲郡市 蒲郡市クリーンセンター 焼却 全連続 130.0  - 

新城市 新城市クリーンセンター 焼却 全連続 60.0  - 

豊川宝飯衛生組合 

清掃工場1・3号炉
焼却 全連続 134.0  - 

豊川宝飯衛生組合 
豊川宝飯衛生組合 

清掃工場5・6号炉
ガス化溶融 全連続 130.0  1,850 

焼
却
施
設 

北設広域事務組合 中田クリーンセンター 焼却 バッチ 20.0  - 

処理能力
 事業主体 施設名称 処理内容 

(t/日) 
備 考 

豊川市資源選別暫定施設 選別 2.70  
豊川市 豊川市一般廃棄物深田最終処

分場延命化暫定施設 
選別 2.25 休止 

蒲郡市 蒲郡市リサイクルプラザ 選別 圧縮・梱包 27.30  

旧小坂井町 小坂井町不燃物破袋選別施設 選別 4.22  

豊川宝飯衛生組合 豊川宝飯衛生組合処理センター 選別 圧縮・梱包 4.26  

資

源

化

施

設 

北設広域事務組合 中田クリーンセンター 選別 圧縮・梱包 4.00  

処理能力
 事業主体 施設名称 処理対象廃棄物 

(t/日) 
備考 

新城市 新城市破砕処理施設 不燃ごみ、粗大ごみ 
 14.2～

67.4  
 

その

他の

施設 北設広域事務組合 中田クリーンセンター 不燃ごみ  4.0   

（資料：第2次愛知県ごみ焼却処理広域化計画（平成20年度～29年度）など）  
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表 2-4(2) 東三河ブロックのごみ処理施設（H20.4.1現在） 

全体容量 残余容量
 事業主体 施設名称 

(m3) (m3) 
備 考 

豊川市一般廃棄物三月田最終処分場 105,000 86,003  

豊川市一般廃棄物深田最終処分場 80,000 9,954  

豊川市一般廃棄物足山田最終処分場 17,856 4,377  
豊川市 

豊川市一般廃棄物金野最終処分場  9,102 7,773  

蒲郡市一般廃棄物最終処分場 113,000 83,360  
蒲郡市 

蒲郡市一色不燃物最終処分場 205,213 270  

新城市鳥原一般廃棄物管理型埋立処分場 68,000 45,539 H21.11現在

新城市七郷一色一般廃棄物管理型埋立処分場 30,000 28,392 H21.12現在

新城市作手菅沼一般廃棄物管理型埋立処分場 4,600 3,808 H21.11現在
新城市 

新城市有海一般廃棄物管理型埋立処分場 37,000 9,904 H21.3現在

豊川宝飯衛生組合 豊川宝飯衛生組合一宮焼却灰最終処分場 84,493 29,523  

最
終
処
分
場 

北設広域事務組合 北設広域事務組合 滝の入最終処分場 3,600 1,875  

（資料：第2次愛知県ごみ焼却処理広域化計画（平成20年度～29年度）など）  

 

第2次愛知県ごみ焼却処理広域化計画において、東三河ブロックは、ブロックが広

域であり、運搬などの問題から現行の区切りでは実際の運用時に支障をきたすため、

都市部の「蒲郡市・豊川市・旧小坂井町」地区と山間部の「新城市・設楽町・東栄

町・豊根村・根羽村」地区に1箇所ずつ施設を設置することも可能とする計画になっ

ています。また、「新城市・設楽町・東栄町・豊根村・根羽村」地区については、現

在のごみ処理量を考慮し、例外的に100t/未満の施設（全連続式）を設置することも

可能とされています。 

 

《東三河ブロック整備計画》 

第2次愛知県ごみ焼却処理広域化計画における整備計画では、中田クリーンセンタ

ーを平成26年度以降に廃止し、その処理分については、新城市クリーンセンター更新

までの間、ブロック内の他施設において処理を行うことになっています。また、将来

的には、豊川宝飯衛生組合清掃工場と蒲郡市クリーンセンターを統合することにより、

最終的に2施設（本市と北設で1施設、豊川宝飯と蒲郡市で1施設）への集約化をめざ

す計画となっています。なお、山間部という地理的な条件から、新城市クリーンセン

ターの更新時には焼却能力300t/日以上という基準は適用しないとされています。 

 

表 2-5 東三河ブロックの整備計画 

年度(平成) 
事業主体 施設名称 

施設 

規模 

(t/日)

稼動

年度 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
備 考 

新城市 新城市クリーンセンター 60.0 H11
継続使用 

(H30以降更新)

北設広域 

事務組合 
中田クリーンセンター 20.0 H4

継続使用 

(H26以降廃止)

豊川宝飯衛生組合 

清掃工場1・3号炉  
134.0 H3,4

豊川宝飯 

衛生組合 豊川宝飯衛生組合 

清掃工場5・6号炉  
130.0 H15

蒲郡市 蒲郡市クリーンセンター 130.0 H9

継続使用 

(H30以降統合)
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第3章 ごみ処理の現状及び課題 

 

1 ごみの分別区分 

一般廃棄物には、家庭から排出される家庭系ごみと事業活動から排出される事業系

ごみの2種類があります。 

 

（1）家庭系ごみ 

本市の家庭系ごみの分別区分は、以下のとおりです。 

 

表 3-1 ごみの分別区分 

区 分 対    象 

可燃ごみ 紙類、塵芥類、プラスチック類、木竹類、布類、 

紙類 新聞、雑誌、ダンボール、牛乳パック、紙製容器包装 

金属類 
アルミ缶、スチール缶、缶以外のアルミ、缶以外のスチー

ル、その他の金属類（銅・鉛など） 

びん類 
リターナブルびん（一升びん・ビールびん） 

ワンウェイびん（透明・茶色・緑色・黒色・その他の色） 

プラスチック類 ペットボトル、白色トレイ 

資源ごみ 

布類 
衣類（Ｔシャツ・ポロシャツ・ジーパン） 

布類（タオル・シーツ・毛布） 

埋立ごみ 
陶器類、ガラス類、ポリ塩化ビニル類 

その他資源化できない不燃物 
不燃ごみ 

破砕ごみ 硬質プラスチック類 

有害ごみ 廃乾電池、廃蛍光管、鏡、体温計・温度計 

粗大ごみ 寝具類、家具、電化製品、その他生活用品 

※平成22年4月1日現在の分別区分。 

※粗大ごみの大きさは30cmを超えるものとする。 

（直径10cm以下の細長いものは長さが50cm以上のもの。金属類は長さが100cm以上のもの。） 
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（2）事業系ごみ 

事業系ごみについては、家庭系ごみの区分に準ずるものとし、可燃ごみ、資源ごみ、

不燃ごみ（粗大ごみ）に大別しています。 

なお、産業廃棄物に該当するものは、これに含みません。 

 

表 3-2 事業系一般廃棄物として処理するものの例 

区 分 品 目 事 業 系 ご み の 例 

厨芥類 

（生ごみ） 
食べ残し、売れ残り、調理くずなど 

紙くず 
紙くず（汚れなどで再生できないもの） 

医療機関で使用した生理用品など 

プラスチック類 
社員・従業員などが消費した弁当容器（プラスチック

容器） 

木竹類 公共施設（道路、公園など）で発生したもの 

可燃ごみ 

古布類 
不要になった作業着、制服などの衣類、 

タオル、シーツなどの布類 

古 紙 

新聞、雑誌、ダンボール、パンフレット、 

カタログ、オフィスペーパー、 

商品を梱包した紙類など 

空き缶 

空きびん 

資源ごみ 

ペットボトル 

社員・従業員が消費したもの 

旅館などの施設へ宿泊客や利用客が持ち込んで消費し

たもの 

不燃ごみ プラスチック類 社員・従業員などが消費したもの 

粗大ごみ 木製の粗大ごみ 木製机、木製椅子、木製棚など 

※閉店などにより事業を行っていない場合も、それまでの活動に伴い使用し発生したものについては事業系ごみとする。 

※住居兼店舗などのため、事業系ごみと家庭系ごみが混ざっている場合は事業系ごみとする。 

 

 

《参考：産業廃棄物》 
 

あらゆる事業活動によって排出されるごみ（廃棄物）であり、量的質的に環境汚染

の原因となる可能性のあるもので、廃棄物処理法で定められた以下のもの。 

 

  ア  あらゆる事業活動に伴うもの 

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、 

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱
こう

滓
さい

、がれき類、ばいじん 
 

  イ  特定の事業活動に伴うもの 

紙くず（建設業、紙製造業、製本業など）、木くず（建設業、木材製造業など）、 

繊維くず（建設業、繊維工業など）、動植物性残渣
ざ ん さ

、動物系固形不要物、 

家畜の糞尿、家畜の死体 
 

  ウ  上記の産業廃棄物を処分するために処理したもの 
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図 3-1 ごみ（廃棄物）の分類 

一般廃棄物 

産業廃棄物 

ご み 

し 尿 

家庭系ごみ 

（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみなど） 

事業系ごみ 

（事業所から出る紙くず、生ごみなど） 

市町村の 

処理責任 

特別管理廃棄物 有害性､感染性､爆発性があるもの 

事業活動に伴って生じた廃棄物の

うち法令で定められた20種類 

特別管理廃棄物 爆発性､毒性､感染性などがあるもの 

事業者の 

処理責任 

ごみ 

(廃棄物) 
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2 ごみ排出量及び資源化の実績 

（1）家庭系ごみの排出量 

平成11年度以降の家庭系ごみの排出量は、概ね13,000～14,000t/年で推移し、ほぼ

横ばいの状況です。 

ごみの内訳は、可燃ごみが概ね9,000～10,000t/年で、毎年度排出量の約7割を占め

ています。また、資源ごみは、地区ごとに実施する資源回収により、回収率に一定の

成果がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 家庭系ごみの排出量 

 

 

表 3-3 家庭系ごみ排出量の内訳（区分別） 

(単位：t) 

区 分 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 

可燃ごみ 8,770 8,878 9,388 9,624 9,753 9,748 9,822 9,748 9,598 9,514

資源ごみ 3,835 3,826 3,513 3,437 3,614 3,578 3,495 3,233 3,045 2,909

不燃ごみ 907 857 476 641 532 461 480 535 345 585

有害ごみ 30 33 45 46 38 41 31 41 32 48

粗大ごみ 303 464 133 140 146 139 170 230 282 295

合 計 13,845 14,058 13,555 13,888 14,083 13,967 13,998 13,787 13,302 13,351

※集団回収実績を含む。 
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（2）事業系ごみの排出量 

平成11年度以降の事業系ごみの排出量は増加傾向にありましたが、合併後は減少傾

向に転じています。 

可燃ごみは、概ね2,500～3,000t/年で推移し横ばいの状況です。 

資源ごみ（再生可能な紙類や草木類など）は、再生処理業者で資源化されており、

合併後は減少傾向にあります。 

不燃ごみは、鳥原埋立処分場やごみ処理業者で処理されています。鳥原埋立処分場

へ搬入されるごみは、合併後、増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 事業系ごみの排出量 

 

 

表 3-4 事業系ごみ排出量の内訳（区分別） 

(単位：t) 

区 分 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 

可燃ごみ 1,734 2,111 2,518 2,730 2,745 2,801 2,722 2,694 2,638 2,471

資源ごみ - - - - - - 443 260 290 163

不燃ごみ 62 29 27 24 24 24 32 136 203 104

合 計 1,796 2,140 2,545 2,754 2,769 2,825 3,197 3,090 3,131 2,738

※不燃ごみには粗大ごみを含む。 

※平成16年度以前の資源ごみは市町村合併前で種別が異なるため未集計。 
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（3）ごみ排出量原単位の実績 

本市における平成11年度以降のごみ総排出量と1人1日当たりの排出量（以下「原単

位」という。）を表 3-5に、愛知県・全国の排出量実績を表 3-6に示します。 

平成20年度における本市のごみ総排出量は16,089t/年、原単位は836 g/人・日で、

愛知県や全国平均に比べ低い値となっています。 

図 3-4に示した原単位の推移をみると、平成17年度以降は減少傾向にあります。 
 

表 3-5 ごみの排出量実績（本市） 

区 分 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 

人口(人) 55,174 55,959 54,791 54,479 54,358 53,988 53,807 53,272 53,006 52,718

ごみ 

総排出量(t) 
15,641 16,198 16,100 16,642 16,852 16,792 17,195 16,877 16,433 16,089

原単位 

(g/人・日) 
777 793 805 837 849 852 876 868 849 836

※ごみ総排出量は家庭系ごみ（表 3-3）と事業系ごみ（表 3-4）の合計数量。 

 

表 3-6 ごみの排出量実績（愛知県・全国） 

区 分 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 

総人口 

(人) 
6,919,094 6,955,352 7,058,019 7,113,621 7,124,302 7,156,450 7,181,498 7,238,177 7,211,195 7,248,641

ごみ 

総排出量(t) 
2,704,680 2,700,249 2,644,827 2,679,436 2,715,605 2,678,495 2,964,600 2,942,574 2,893,540 2,799,582

愛

知

県 
原単位 

(g/人・日) 
1,077 1,069 1,030 1,034 1,046 1,027 1,132 1,115 1,101 1,058

総人口 

(人) 
126,537,717126,733,526127,006,740127,299,192127,507,185127,605,971127,712,272127,780,819127,486,967127,529,841

ごみ 

総排出量(t) 
51,446,153 52,361,812 52,097,402 51,609,580 51,606,683 50,586,803 52,719,809 52,023,812 50,816,391 48,106,447

全

国 

原単位 

(g/人・日) 
1,117 1,135 1,126 1,112 1,110 1,087 1,131 1,116 1,092 1,033

※総人口：計画収集人口と自家処理人口の合計 

※原単位(g/人・日)：ごみ総排出量/総人口/365 

（資料：一般廃棄物処理実態調査結果（環境省））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3-4 ごみ排出量原単位の推移 
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なお、資源ごみを除いた処理しなければならないごみの排出量原単位に着目すると、

平成20年度では、家庭系ごみ排出量（資源ごみ除く）原単位は543g/人・日、ごみ総

排出量（資源ごみ除く）原単位は676g/人・日となっています。 

 

表 3-7 資源ごみを除いた処理しなければならないごみの排出量原単位（本市） 

区 分 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 

人 口(人) 55,174 55,959 54,791 54,479 54,358 53,988 53,807 53,272 53,006 52,718

家庭系ごみ 

排出量 

(資源ごみ除く) 

(t) 

10,010 10,232 10,042 10,451 10,469 10,389 10,503 10,554 10,257 10,442

事業系ごみ 

排出量 

(資源ごみ除く) 

(t) 

1,796 2,140 2,545 2,754 2,769 2,825 2,754 2,830 2,841 2,575

ごみ 

総排出量 

(資源ごみ除く) 

(t) 

11,806 12,372 12,587 13,205 13,238 13,214 13,257 13,384 13,098 13,017

家庭系ごみ 

排出量 

(資源ごみ除く) 

原単位(g/人・日) 

497 501 502 526 528 527 535 543 530 543

ごみ 

総排出量 

(資源ごみ除く) 

原単位(g/人・日) 

586 606 629 664 667 671 675 688 677 676
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（4）資源化の実績 

本市における平成11年度以降の資源化率（再生利用率）の実績を表 3-8に、愛知

県・全国の再生利用率の実績を表 3-9に示します。 

平成20年度における本市の再生利用率は20.1%となっていますが、平成17年度以降

はやや減少傾向にあります。愛知県や全国平均の再生利用率は増加傾向にあり、平成

20年度では、愛知県・全国の平均値より下回る結果となっています。 

 

表 3-8 再生利用率の実績（本市） 

区 分 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 

人 口(人) 55,174 55,959 54,791 54,479 54,358 53,988 53,807 53,272 53,006 52,718

総排出量(t) 15,641 16,198 16,100 16,642 16,852 16,792 17,195 16,877 16,433 16,089

原単位(g/人・日) 777 793 805 837 849 852 876 868 849 836

再生利用量(t) 3,966 3,970 3,646 3,518 3,692 3,656 4,037 3,583 3,431 3,229

原単位(g/人・日) 197 194 182 177 186 186 206 184 177 168

再生利用率(%) 25.4 24.5 22.6 21.1 21.9 21.8 23.5 21.2 20.9 20.1

※再生利用率(%)：再生利用量(t)/ 総排出量(t)×100 

 

表 3-9 再生利用率の実績（愛知県・全国） 

(単位：%) 

区 分 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 

愛知県 

再生利用率 
14.2 17.3 19.3 19.4 20.2 21.2 22.4 22.1 22.6 22.9 

全 国 

再生利用率 
13.1 14.3 15.0 15.9 16.8 17.6 19.0 19.6 20.3 20.3 

（資料：一般廃棄物処理実態調査結果（環境省）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3-5 再生利用率の推移 
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3 ごみ処理の流れ 

（1）家庭系ごみ 

家庭から出るごみは、種類別に定められた方法で分別排出され、地区別に収集して

います。 

収集したごみのうち、可燃ごみはクリーンセンターで焼却し、不燃ごみは破砕処理

施設で処理した後、七郷一色、作手菅沼埋立処分場へ搬入し埋立処理しています。有

害ごみについては専門業者へ処理を委託しています。 

資源ごみについては、地区ごとに資源回収を実施し、収集したものは再生利用業者

へ引渡しています。 

一時多量ごみや粗大ごみについては、排出者自ら直接搬入し処理することとしてい

ます。 

 

表 3-10 家庭系ごみの収集方法 

区 分 収集回数 収集体制 排出方法 

可燃ごみ 週2回 一部委託 指定袋を使用しステーションへ排出 

資源ごみ 月1回 一部委託 資源回収会場へ分別排出 

不燃ごみ 月1回 一部委託 資源回収会場へ分別排出 

有害ごみ 月1回 一部委託 資源回収会場へ分別排出 

粗大ごみ ― 市直営 戸別収集又は直接搬入 

 

（2）事業系ごみ 

事業活動に伴って排出されたごみは、事業者自らが適正に処理するもので、古紙な

どで再生可能な資源ごみは再生処理業者で処理し、可燃ごみや不燃ごみは市の処理施

設などで処理しています。 

排出されたごみの収集運搬については、直接搬入あるいは一般廃棄物の収集運搬許

可業者を通じて行われています。 

 

（3）その他（集団回収） 

家庭から排出されるごみのうち、古紙や缶類などの資源ごみは、学校行事などでも

回収（集団回収）が行われており、回収したものは再生処理業者などで資源化されて

います。 
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4 ごみの収集処理体制とごみ処理の実績 

本市の収集処理体制（収集運搬・中間処理・最終処分）の現状は、以下のとおりで

す。 

 

 

 

 

 

（1）収集運搬 

本市の収集処理体制（収集運搬・中間処理・最終処分）の現状は、以下のとおりで

す。 

 

  ア  可燃ごみ 

可燃ごみは、ステーション方式により収集しています。収集回数は合併時に週2回

の地区と週1回の地区があったため、段階的に週2回収集する地区を拡げ、平成22年4

月から市全域で週2回収集になります。原則日曜日及び祝日は収集していません。 

業務は、市直営を基本に一部を業者へ委託しています。 

 

表 3-11 可燃ごみ収集日及び収集地区一覧（平成22年4月現在） 

収集日 地区 収集地区（行政区） 対象戸数 業 務 

東新町、西新町、入船、弁天 1,340 委 託 
新城 平井、上平井、矢部、富沢、富永、 

市川、塩沢、鳥原、吉川 
2,180 直 営 

月・木 

鳳来

富栄、豊岡、下吉田、上吉田、竹ノ輪、 

黄柳野、乗本、大野、井代、能登瀬、 

名越、名号、睦平、細川、秋葉巣山、 

七郷一色、鳳来川合、池場 

2,100 直 営 

本町、新城中町、栄町、橋向、的場、 

片山、徳定 
1,360 委 託 

新城

諏訪、野田、大野田、川田、川田原 2,010 直 営 

鳳来
布里、只持、一色、塩瀬、愛郷、中島、

門谷、玖老勢、副川、海老、連合、四谷 
1,210 直 営 

火・金 

作手 全域 1,000 直 営 

山、臼子、今出平、杉山、石田、 

中市場、稲木、豊島 
1,430 委 託 

新城
大宮、牛倉、須長、浅谷、出沢、横川、 

八束穂、竹広、川路、大海、有海、 

緑が丘、小畑、中宇利、富岡、黒田、 

庭野、一鍬田、八名井、東清水野 

3,090
水・土 

鳳来 長篠、富保 850

直 営 

（土曜日は委託）

 

  イ  資源ごみ 

資源ごみは、公民館や集会所、ごみ集積場などにおいて行政区ごとに月1回資源回

収を行い、集められたものは品目別に市が直営で収集するか又は資源回収業者へ収集

を委託しています。 

《語句の意味》 

収集運搬･･･排出されたごみを車に積み、ごみを処理する施設へ運ぶこと。 

中間処理･･･収集したごみを適正に処分するために、焼却や破砕、選別などの処理をすること。 

最終処分･･･再使用や再生利用が困難なごみを埋立などにより処分すること。 
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  ウ  不燃ごみ・有害ごみ 

埋立ごみ、破砕ごみ、有害ごみは、資源ごみと同じく資源回収日に分別排出され、

収集は市直営を基本に一部を業者に委託しています。 

 

表 3-12 資源回収日及び実施地区一覧（平成22年4月現在） 

回収日 地区 実施地区（行政区） 

新城 
大宮、牛倉、須長、浅谷、出沢、横川、八束穂、竹広、 

川路、大海、有海、緑が丘、市川、塩沢、鳥原、吉川 第1日曜日 

鳳来 長篠、富保、門谷 

第2土曜日 新城 
西新町、本町、入船、新城中町、橋向、的場、上平井、 

矢部 

新城 
東新町、栄町、弁天、平井、富沢、富永、小畑、中宇利、 

富岡、黒田、庭野、一鍬田、八名井、東清水野 第2日曜日 

鳳来 富栄、下吉田、上吉田、竹ノ輪、黄柳野、乗本 

新城 野田、中市場、大野田、稲木、豊島、川田、川田原 

鳳来 
豊岡、大野、井代、能登瀬、名越、名号、睦平、細川、 

秋葉巣山、七郷一色、鳳来川合、池場 
第3日曜日 

作手 

長者平、鴨ヶ谷、市場、作手須山、北畑、野郷、 

作手川合、相寺、和田、見代、戸津呂、杉平、赤羽根、 

小林、東高松、大和田、田代 

新城 片山、徳定、山、臼子、今出平、諏訪、杉山、石田 

鳳来 
布里、只持、一色、塩瀬、愛郷、中島、玖老勢、副川、 

海老、連合、四谷 第4日曜日 

作手 
守義、菅沼、木和田、善夫、黒瀬、西田原、東田原、 

岩波、南中河内、北中河内、明和 

※資源回収を行う時間は、行政区ごとに設定。 

※行政区の規模により、30分から2時間程度の時間で回収を実施。 

 

表 3-13 資源ごみ・不燃ごみの収集業務内訳 

地区 区 分 分   類 業 務 

紙類、金属類、プラスチック類、布類 委 託 
資源ごみ 

びん類 一部委託

不燃ごみ 新城 

有害ごみ 

埋立ごみ（ガラス類、プラスチック類、陶器類、 

ゴム製品など） 

破砕ごみ（硬質プラスチック製品） 

有害ごみ（廃乾電池、廃蛍光管、鏡、温度計など）

一部委託

紙類、金属類、布類 委 託 
資源ごみ 

プラスチック類、びん類 直 営 

不燃ごみ 鳳来 

有害ごみ 

埋立ごみ（ガラス類、プラスチック類、陶器類、 

ゴム製品など） 

破砕ごみ（硬質プラスチック製品） 

有害ごみ（廃乾電池、廃蛍光管、鏡、温度計など）

直 営 

資源ごみ 紙類、金属類、プラスチック類、びん類、布類 直 営 

不燃ごみ 
作手 

有害ごみ 

埋立ごみ（ガラス類、プラスチック類、陶器類、 

ゴム製品など） 

破砕ごみ（硬質プラスチック製品） 

有害ごみ（廃乾電池、廃蛍光管、鏡、温度計など）

直 営 
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  エ  粗大ごみ 

粗大ごみは、戸別収集（有料）を行っています。 

収集は事前申込者を対象とし、粗大ごみ1個につき800円で、市証紙（粗大ごみ処理

券）の交付により料金を徴収しています。 

 

  オ  直接搬入ごみ 

一時多量ごみや粗大ごみは、市の施設への直接搬入を受け入れています。 

可燃ごみはクリーンセンター、不燃ごみは鳥原埋立処分場への搬入とし、料金は1

車ごと100kgにつき800円（事業系ごみは100kgにつき1,000円）で、多量従量により徴

収しています。 

また、資源ごみについては資源集積センターで無料で受け入れています。 

 

表 3-14 直接搬入ごみの受け入れ体制 

施設名 区 分 搬入日時 料 金 

クリーンセンター 可燃ごみ 
月～金曜日 午前9時～午後5時 

土曜日   午前9時～正午 
800円/100㎏ 

資源集積センター 資源ごみ 
月～金曜日 午前9時～午後5時 

土曜日   午前9時～正午 
無料 

鳥原埋立処分場 
不燃ごみ 

粗大ごみ 

火～木曜日 午前9時～午後3時30分 

第4日曜日 午前9時～午後3時30分 
800円/100㎏ 
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（2）中間処理 

本市では、クリーンセンターで可燃ごみの焼却処理を行い、鳥原埋立処分場に設置

している破砕処理施設で不燃ごみの破砕処理を行っています。 

資源ごみは、資源集積センターや委託業者の保管施設で一時保管し、ペットボトル

など圧縮梱包の必要があるものについては、その処理を業者へ委託しています。 

 

  ア  クリーンセンター 

  (ｱ) 施設の概要 

施設の運転管理を業者に委託し、24時間体制で焼却処理を行っています。 

公害対策として、自動燃焼装置でダイオキシン類の発生抑制、活性炭除去を行い、

集塵装置で排ガス中の有害物質を回収しています。 

また、排水もプラント内で再利用しており、クローズドシステムの施設となってい

ます。 
 

表 3-15 施設概要 

名 称 新城市クリーンセンター 

所在地 新城市日吉字樋田56番地 

処理対象物 可燃ごみ 

焼却型式 連続燃焼式（ストーカ式） 

排ガス処理方式 ろ過式集塵器（バグフィルタ）方式 

処理能力 30t/24h×2炉（計60t/日） 

稼動開始年月 平成12年2月 

 

  (ｲ) 処理実績 

日量60t（30t／24h×2炉）の処理能力があり、炉内の点検・補修のため通常は1炉

（30t）稼動を基本とし、交互に炉を使用しています。貯留量に応じ2炉での焼却を行

っています。過去5年間の焼却炉の稼働日数とごみの処理量は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3-7 クリーンセンター処理量及び焼却炉稼働日数の推移 
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  (ｳ) ごみ質（組成分析） 

毎年度4回、ごみ質（組成）の分析をしています。過去5年間の分析結果は、以下の

とおりです。 

焼却炉の設計値と比べ、概ね基準値を維持しています。 

 

表 3-17 ごみ組成分析の結果 

生ごみベース 

項 目 H16 H17 H18 H19 H20 

紙・布類 48.9 46.0 51.0 52.4 50.2

合成樹脂類 26.5 24.3 21.8 21.1 20.4

木竹類 3.9 5.7 10.4 3.8 6.1

厨芥類 16.0 20.8 14.9 14.9 20.4

不燃物など 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0

ご
み
種
類
組
成(

％)
 

その他 4.8 3.1 1.6 7.9 3.0

水分 41.5 46.9 47.9 57.3 50.6

灰分 3.7 4.7 5.7 4.9 3.9

三
成
分(

％)
 可燃分 54.8 48.4 46.4 37.8 45.6

低位発熱量 (kcal/㎏) 2,217 1,898 1,798 1,615 1,923

単位容積重量 (t/m3) 0.13 0.16 0.14 0.19 0.13

※毎年度4回測定した平均値。 

※数値は、試料（10kg程度）に占める重さの割合。 

※合成樹脂類：ビニール、ゴム、皮革、プラスチック類 

※その他：5㎜未満のもの、判別不可能なものを含む。 

 

（参考）焼却炉の設計値 

区 分 数 値 

水分 (%) 52.3

灰分 (%) 4.8

可燃分 (%) 42.9

低位発熱量 (kcal/㎏) 1,900

単位容積重量 (t/m3) 0.22
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  イ  破砕処理施設 

  (ｱ) 施設の概要 

最終処分の前処理として、平成8年度から鳥原埋立処分場内に破砕施設を設置し、

不燃ごみ、粗大ごみの破砕処理をしています。 

平成20年度に機種を更新し、磁選別により金属類の回収も行っています。 

 

表 3-18 施設概要 

名 称 新城市破砕処理施設 

所在地 新城市日吉字傅水・南貝津地内 

型 式 油圧2軸解砕式 

処理対象物 不燃ごみ、粗大ごみ 

処理能力 

ガラス・陶磁器屑 67.4 t/日 

木屑         23.5 t/日 

金属屑       14.2 t/日 

稼動開始年月 平成20年7月 

 

  (ｲ) 処理実績 

不燃ごみは、埋立ごみと破砕ごみ（硬質プラスチック類）を収集後、それぞれを破

砕しています。 

粗大ごみは手選別により金属類を取り除いてから破砕しています。 

また、可燃物は不燃物と別に破砕し、処理後にクリーンセンターへ搬入し焼却して

います。 

平成18年度以降、直接埋め立てていた不燃ごみの処理や直接搬入ごみの増加により、

稼働時間と処理量が増加しています。 

 

表 3-19 破砕処理施設の稼働時間及び処理状況 

区 分 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 

稼働時間 (h) 151 147 182 90 167 107 124 383 354 565

処 理 量 (t) 180 180 65 107 105 103 120 603 582 870

※平成19年度までは旧来の破砕処理施設の実績。 

 

表 3-20 金属類などの回収状況 

(単位：t) 

区 分 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 

金属類 94.0 144.2 132.5 81.4 78.0 78.2 99.4 89.9 96.2 109.5

可燃物 56.0 65.1 72.7 74.2 81.2 78.7 170.1 192.8 213.5 226.1

計 150.0 209.3 205.2 155.6 162.4 156.9 269.5 282.6 309.7 335.6
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  ウ  資源集積センター 

  (ｱ) 施設の概要 

資源回収で集められた資源ごみを処理業者へ引き渡すために一時保管する施設で、

主に市が直営で収集したものを保管しています。平成20年4月から供用開始していま

す。 

 

表 3-21 施設概要 

名 称 新城市資源集積センター 

所在地 新城市日吉字樋田地内 

保管対象物 資源ごみ、有害ごみ 

ストックヤード 屋内 248m2  屋外 155m2 

稼動開始年月 平成20年4月 

 

  (ｲ) 処理実績 

平成20年度の保管量は、以下のとおりです。 

 

表 3-22 保管状況 

区 分 分 類 数量(t) 

紙類 224.2

金属類 18.7

プラスチック類 34.1

びん類 321.2

布類 0.1

資源ごみ 

小計 598.3

有害ごみ 廃乾電池ほか 47.9
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（3）最終処分 

本市では、以下の埋立処分場（4施設）を保有し、焼却灰と不燃物の処理を行って

います。 
 

表 3-23 埋立処分場の概要 

施 設 名 埋立開始年月 埋立容量 残余容量 残余率 処理対象 

有海埋立処分場 平成 2年4月 37,000m3 9,904m3 27% 焼却灰 

鳥原埋立処分場 平成 7年4月 68,000m3 45,539m3 67% 不燃物 

七郷一色埋立処分場 平成 8年4月 30,000m3 28,392m3 95% 不燃物 

作手菅沼埋立処分場 平成13年4月 4,600m3 3,808m3 83% 不燃物 
※有海埋立処分場の残余容量は、平成20年度末の数値。 

※鳥原・七郷一色・作手菅沼埋立処分場は平成21年11月現在の数値。 

※残余容量は覆土容量を含めた数値。詳細は、各処分場の概要のとおり。 

 

  ア  有海埋立処分場 

  (ｱ) 施設の概要 

クリーンセンターの焼却により排出した残渣（焼却灰）の埋立処理を行っています。 

平成2年4月から供用を開始しています。 
 

表 3-24 施設概要 

名 称 新城市有海一般廃棄物管理型埋立処分場 

所在地 新城市有海字落合地内 

処理対象物 焼却灰 

敷地面積 12,600m2 

埋立容量 37,000m3 

埋立方式 準好気性埋立（サンドイッチ方式） 

浸出水処理方式 生物処理＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭吸着＋消毒 

浸出水処理能力 45m3/日 

埋立開始年月 平成2年4月 

残余容量（残余率） 9,904m3（26.8%）  ※平成20年度末現在 

埋立整地業務 委託 

浸出水管理 委託 

 

  (ｲ) 処理実績 

焼却灰には、セメント、キレート材を混入し、重金属類の流出を防止しています。 

平成18年度末に埋立完了を予定していましたが、当初計画に比べ焼却灰の排出量が

少なく、現在も埋立処理を行っています。 

供用開始から現在までの埋立処理の状況は、表 3-32のとおりです。 

 

  (ｳ) 残余容量 

平成20年度末における残余容量（残余率）は、9,904m3（26.8%）となっています。 

平成11年度から平成20年度までの過去10年間の平均埋立密度（表 3-32参照：

1.21t/m3）と同程度のごみが搬入されると仮定すると、残余重量は11,984t（9,904m3

×1.21t/m3）となります。
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  イ  鳥原埋立処分場 

  (ｱ) 施設の概要 

平成7年4月から、市内で排出された不燃ごみの埋立処理を行っています。 
 

表 3-25 施設概要 

名 称 新城市鳥原一般廃棄物管理型埋立処分場 

所在地 新城市日吉字傅水・南貝津地内 

処理対象物 不燃物 

敷地面積 7,000m2 

埋立容量 68,000m3 

埋立方式 準好気性埋立（セル方式） 

浸出水処理方式 生物処理＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭吸着＋消毒 

浸出水処理能力 40m3/日 

埋立開始年月 平成7年4月 

埋立整地業務 直営 

浸出水管理 委託 

 

  (ｲ) 処理実績 

市内で収集された不燃ごみや直接搬入ごみを場内で選別・破砕し、減容措置を行っ

てから埋立処理をしています。 

これらの措置や資源ごみの分別回収などが進んだことで、当初計画に比べ埋立量が

少なくなっています。 

供用開始から現在までの埋立処理の状況は、表 3-32のとおりです。 

 

  (ｳ) 残余容量 

平成21年11月に実施した残余容量の調査結果では、残余容量（覆土容量含む）は

45,539m3（残余率67%）でした。なお、覆土分を除く不燃ごみの残余容量は42,352m3

になります。 
 

表 3-26 残余容量 

項 目 数 量 備 考 

全体容量 68,000 m3 整備計画書より 

残余容量(覆土容量含む) 45,539 m3 残余容量調査結果より

残余率(覆土容量含む) 67 %  

容量に占める不燃ごみの割合 93 % 整備計画書より 

残余容量(不燃ごみ容量) 42,352 m3  

 

今後の埋立作業においても、現状の埋立密度（表 3-27参照：0.71t/m3）と同程度

のごみが搬入されると仮定すると、残余重量は30,070t（42,352m3×0.71t/m3）とな

ります。 
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《残余容量調査》 

残余容量調査は、「最終処分場残余容量算定マニュアル」（平成17年3月 環境省）

に基づき実施しました。残余容量の算出に当たっては、平成21年11月～12月に、鳥原、

七郷一色、作手菅沼の各処分場内にて測量作業を行い、現状の横断面図を作成し、平

均断面法により残余容量を算出しました。 

 

《埋立密度調査》 

平成21年12月に、鳥原、七郷一色、作手菅沼の各処分場において、ごみの埋立密度

調査を実施しました。 

最近埋立処理されたごみの密度調査結果は0.71t/m3でした。 

ごみの埋立密度は、埋立ごみの種類、覆土の量や種類及び締固めの度合、埋立層厚、

埋立経過年数など、様々な要因によって左右されます。「廃棄物最終処分場整備の計

画・設計要領（平成13年11月；社団法人 全国都市清掃会議）」では、土質工学的手

法で調査した事例として埋立密度が整理されています。同要領では、破砕不燃ごみの

埋立密度は1.17～2.03t/m3とされており、これと比較すると、本市の埋立密度はやや

小さい結果となっています。これは比重の軽いプラスチック類を中心にしたごみが搬

入されていることが影響していると考えられます。 

 

表 3-27 埋立密度 

(単位：t/m3) 

本市の埋立密度測定結果 0.71 

設計要領の埋立密度（破砕不燃ごみ） 1.17～2.03 
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  ウ  七郷一色埋立処分場 

  (ｱ) 施設の概要 

平成8年4月から、市内で排出された不燃ごみの埋立処理を行っています。 
 

表 3-28 施設概要 

名 称 新城市七郷一色一般廃棄物管理型埋立処分場 

所在地 新城市七郷一色地内 

処理対象物 不燃物 

敷地面積 5,600m2 

埋立容量 30,000m3 

埋立開始年月 平成8年4月 

埋立方式 準好気性埋立（サンドウィッチ方式） 

浸出水処理方式 生物処理＋凝集沈殿＋砂ろ過＋消毒 

浸出水処理能力 25m3/日 

埋立整地業務 直営 

浸出水管理 委託 

 

  (ｲ) 処理実績 

平成18年度までは、鳳来地区で収集した不燃ごみを搬入し、直接、埋立処理してい

ましたが、平成19年度から鳥原埋立処分場で破砕したごみを埋立処理しています。 

収集対象人口の減少によるごみの減少や資源ごみの分別回収などが進んだことで、

当初計画に比べ埋立量が少なくなっています。 

供用開始から現在までの埋立処理の状況は、表 3-32のとおりです。 

 

  (ｳ) 残余容量 

平成21年11月に実施した残余容量の調査結果は、全体容量30,000m3に対して、残余

容量（覆土容量含む）は28,392m3であり、残余率は95%でした。なお、覆土分を除く

不燃ごみの残余容量は24,417m3になります。 
 

表 3-29 残余容量 

項 目 数 量 備 考 

全体容量 30,000 m3 整備計画書より 

残余容量(覆土容量含む) 28,392 m3 残余容量調査結果より

残余率(覆土容量含む) 95 %  

容量に占める不燃ごみの割合 86 % 整備計画書より 

残余容量(不燃ごみ容量) 24,417 m3  

 

今後の埋立作業においても、現状の埋立密度（表 3-27参照：0.71t/m3）と同程度

のごみが搬入されると仮定すると、残余重量は17,336t（24,417m3×0.71t/m3）とな

ります。 
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  エ  作手菅沼埋立処分場 

  (ｱ) 施設の概要 

平成13年4月から、市内で排出された不燃ごみの埋立処理を行っています。 
 

表 3-30 施設概要 

名 称 新城市作手菅沼一般廃棄物管理型埋立処分場 

所在地 新城市作手菅沼字寺ノ入地内 

処理対象物 不燃物 

敷地面積 7,800m2 

埋立容量 4,600m3 

埋立開始年月 平成13年4月 

埋立方式 準好気性埋立（サンドウィッチ方式） 

浸出水処理方式 生物処理＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭吸着＋消毒 

浸出水処理能力 15m3/日 

埋立整地業務 直営 

浸出水管理 委託 

 

  (ｲ) 処理実績 

合併前、旧作手村では収集した不燃ごみからプラスチック類を回収し再生利用して

おり、主に陶器類、ガラス類を埋立処理していたため、毎年度の処理量はわずかでし

た。 

平成20年度から鳥原埋立処分場で破砕したごみを搬入し埋立処理を行っています。 

供用開始から現在までの埋立処理の状況は、表 3-32のとおりです。 

 

  (ｳ) 残余容量 

平成21年11月に実施した残余容量の調査結果は、全体容量4,600m3に対して、残余

容量（覆土容量含む）は3,808m3であり、残余率は83%でした。なお、覆土分を除く不

燃ごみの残余容量は3,237m3になります。 
 

表 3-31 残余容量 

項 目 数 量 備 考 

全体容量 4,600 m3 整備計画書より 

残余容量(覆土容量含む) 3,808 m3 残余容量調査結果より

残余率(覆土容量含む) 83 %  

容量に占める不燃ごみの割合 85 % 整備計画書より 

残余容量(不燃ごみ容量) 3,237 m3  

 

今後の埋立作業においても、現状の埋立密度（表 3-27参照：0.71t/m3）と同程度

のごみが搬入されると仮定すると、残余重量は2,298t（3,237m3×0.71t/m3）となり

ます。 
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表 3-32 埋立処分場の処理状況 

処分場 有海埋立処分場 
鳥原 
埋立 

処分場 

七郷一色
埋立 

処分場 

作手菅沼
埋立 

処分場 
合 計 

処理 

対象 
焼 却 灰 不燃ごみ 

焼 却 灰
不燃ごみ

埋立 

容量 
37,000 

（m3） 
68,000 

（m3） 
30,000 

（m3） 
4,600 
（m3） 

139,600
（m3） 

年度 
埋立 
重量 
（ｔ） 

埋立 
容量 
（m3） 

残余 
容量 
（m3） 

埋立 
密度 

（t/m3）

残余率
（%） 

埋立 
重量 
（ｔ） 

埋立 
重量 
（ｔ） 

埋立 
重量 
（ｔ） 

埋立 
重量 
（ｔ） 

H2   - 2,590 34,410 - 93.0 - - - -

H3 - 2,225 32,185 - 87.0 - - - -

H4 - 1,622 30,563 - 82.6 - - - -

H5 - 1,763 28,800 - 77.8 - - - -

H6 - 1,243 27,557 - 74.5 - - - -

H7 - 1,604 25,953 - 70.1 911 - - -

H8 - 1,436 24,517 - 66.3 651 242 - -

H9 2,335 1,319 23,198 1.77 62.7 747 359 - 3,441

H10 1,619 1,419 21,779 1.14 58.9 886 323 - 2,829

H11 1,501 1,336 20,443 1.12 55.3 578 323 - 2,402

H12 1,384 1,206 19,237 1.15 52.0 838 102 - 2,324

H13 1,379 1,197 18,040 1.15 48.8 273 121 14 1,787

H14 1,341 1,132 16,908 1.18 45.7 488 124 12 1,965

H15 1,417 1,142 15,766 1.24 42.6 382 124 12 1,935

H16 1,483 1,157 14,609 1.28 39.5 310 127 5 1,925

H17 1,478 1,172 13,437 1.26 36.3 273 123 12 1,886

H18 1,483 1,182 12,255 1.25 33.1 410 111 6 2,010

H19 1,483 1,183 11,072 1.25 29.9 0 627 0 2,110

H20 1,450 1,168 9,904 1.24 26.8 0 567 46 2,063

合計 18,353 - - - - 6,747 3,273 107 26,677

H11-H20 

平均 
1,440 1,188 - 1.21 -
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（資料：新城市都市計画マスタープラン H20.9） 

図 3-8 ごみ処理施設の位置 

鳥原埋立処分場

七郷一色埋立処分場

作手菅沼埋立処分場 

有海埋立処分場 

クリーンセンター

破砕処理施設 

資源集積センター

中間処理施設 

凡 例 

最終処分施設
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（4）ごみ処理に係る費用 

過去5年間の本市のごみ処理に係る費用の実績を図 3-9、表 3-33に示します。 

推移をみると、ごみ処理費用、1人当たり処理費、1t当たり処理費ともに、市町村

合併を行った平成17年度に増加していますが、その後は概ね横ばいの傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：一般廃棄物処理実態調査結果（環境省）など）  

 
図 3-9 ごみ処理費用の推移 
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表 3-33 ごみ処理に係る事業費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：一般廃棄物処理実態調査結果（環境省）など）  

 

H16 H17 H18 H19 H20
0 0 0 0 25,000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 4,900

1,634 22,355 23,252 23,549 34,223
0 0 0 0 0

2,402 3,038 12,949 17,302 19,654
4,036 25,393 36,201 40,851 83,777

571,098 835,427 632,050 692,715 621,215
575,134 860,820 668,251 733,566 704,992

0 0 0 76,398 0
1,082 176,376 41,110 0 30,313

0 1,733 9,419 0 0
0 0 0 0 0

1,082 178,109 50,529 76,398 30,313
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

1,082 178,109 50,529 76,398 30,313
96,029 200,090 185,930 182,878 156,681
7,922 16,635 6,092 18,668 5,386

122 87,026 89,015 128,686 95,236
22,810 18,717 17,387 17,524 20,344
30,854 122,378 112,494 164,878 120,966

0 5,124 0 0 0
65,396 76,008 69,275 60,417

247,223 225,445 226,277 314,454
13,820 17,845 12,307 18,049

9,293 11,370 0 1,553 0
108,906 337,809 319,298 309,412 392,920
333,894 0 0 0 0

0 0 0 0 3,959
569,683 665,401 617,722 657,168 674,526

4,369 17,310 0 0 153
575,134 860,820 668,251 733,566 704,992

（人） 53,913 54,347 53,347 51,957 51,628
（円/人） 10,668 15,839 12,526 14,119 13,655
（t） 14,266 14,527 16,482 15,992 16,085
（円/t） 40,315 59,257 40,544 45,871 43,829

99,613

区分

歳
入
（
千
円
）

特
定
財
源

国庫支出金
都道府県支出金
地方債
使用料及び手数料
市区町村分担金
その他

小計
一般財源

合計

計

建
設
・
改
良
費

工
事
費

収集運搬施設
中間処理施設
最終処分場

小計
調査費

組合分担金
計

最終処分費

車両等購入費

組合分担金
調査研究費

1t当たり処理費
処理量

その他

小計

処
理
費

小計

委
託
費

収集運搬費
中間処理費
最終処分費

   合計：ごみ処理費用

1人当たり処理費
計画収集人口

歳
出
（

千
円
）

その他

人件費

その他

処
理
及
び
維
持
管
理
費

収集運搬費
中間処理費
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5 一般廃棄物処理システムの評価 

（1）ごみの処理システムの評価 

「市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針（平成

19年6月 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課）」に基づき、本

市のごみの処理システムについて評価を行います。 

 

  ア  評価方法 

評価項目は表 3-34に示す項目とし、人口規模や産業構造が類似する市町村（人口

35,000～55,000人、第2次産業又は第3次産業の就業人口が85%以上95%未満、第3次産

業の就業人口が55%未満）のうち、本市と同様にごみ処理事業経費として収集運搬・

中間処理・最終処分の経費を計上している13市町と比較します。 

評価方法は、評価項目ごとに平均値を算出し、平均値を100とした場合の比率を指

数として示し、指数を比較して評価します。なお、指数の算出方法は、結果がよい実

績値ほど指数が大きくなるよう表 3-34に示す方法としています。 

 

表 3-34 評価項目と指数の算出方法 

評価項目 指数化の方法 

人口1人1日当たりごみ総排出量(g/人･日) 
＝排出量合計/総人口 

(1-(実績値-平均値)÷平均値)×100 

廃棄物からの資源回収率(%) 
 ＝資源化量合計/排出量合計×100 

実績値÷平均値×100 

廃棄物のうち最終処分される割合(%) 
 ＝最終処分量/排出量合計×100 

(1-(実績値-平均値)÷平均値)×100 

人口1人当たり年間処理経費(円/人･年) 
 ＝(処理費計+委託費計+人件費)/計画収集人口 

(1-(実績値-平均値)÷平均値)×100 

収集運搬に要する費用(円/t) 
 ＝(処理費(収集運搬費)+委託費(収集運搬費))/ 排出量(計画収集量+直接搬入量) 

(1-(実績値-平均値)÷平均値)×100 

中間処理に要する費用(円/t) 
 ＝(処理費(中間処理費)+委託費(中間処理費))/ 排出量(計画収集量+直接搬入量) 

(1-(実績値-平均値)÷平均値)×100 

最終処分に要する費用(円/t) 
＝(処理費(最終処分費)+委託費(最終処分費))/ 最終処分量 

(1-(実績値-平均値)÷平均値)×100 

 

ごみの処理システムの評価を行うに当たっての類似都市（13市町）及び本市の基本

データを表 3-35に示します。 
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表
 
3
-
3
5
 

類
似

都
市

の
基

本
デ

ー
タ

（
平

成
1
9
年

度
実

績
）

 

                        

（
資

料
：

H
1
9
一

般
廃

棄
物

処
理

実
態

調
査

結
果

（
環

境
省

）
）

 
 

愛
知
県

茨
城
県

群
馬
県

新
潟
県

新
潟

県
新
潟
県

新
潟
県

長
野
県

静
岡
県

愛
知
県

三
重
県

京
都
府

兵
庫
県

岡
山
県

新
城
市

北
茨

城
市

富
岡
市

見
附
市

糸
魚
川
市

阿
賀
野
市

魚
沼
市

須
坂
市

湖
西
市

幸
田
町

亀
山
市

綾
部
市

加
西
市

井
原
市

計
画

収
集
人
口

(人
)

5
1,
95
7

5
0,
07
9

53
,3
72

43
,2
42

49
,8
23

4
7,
51
1

4
2,
95
6

5
3,
10
4

42
,5
12

35
,6
85

50
,1
5
3

3
8,
07
3

4
8,
94
2

4
6,
3
07

自
家

処
理
人
口

(人
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

計
画

収
集
量

(
t)

1
5,
26
0

1
4,
82
7

16
,2
10

14
,3
37

15
,3
41

1
6,
07
3

1
5,
06
2

1
4,
62
1

12
,9
48

8
,5
25

15
,9
2
0

9,
63
0

1
0,
33
0

1
1,
7
56

直
接

搬
入
量

(
t)

73
2

3,
07
2

2
,1
65

6
01

3
,5
6
1

1,
12
7

3,
05
2

1,
14
0

3
,3
00

2
3
,4
4
2

2,
33
1

5,
42
9

1,
44
5

集
団

回
収
量

(
t)

0
0

1
,7
39

0
0

0
0

76
2

1
,7
28

2
,0
37

2
4
6

1,
13
6

2,
54
7

1,
40
5

合
計

(
t)

1
5,
99
2

1
7,
89
9

20
,1
14

14
,9
38

18
,9
02

1
7,
20
0

1
8,
11
4

1
6,
52
3

17
,9
76

10
,5
64

19
,6
0
8

1
3,
09
7

1
8,
30
6

1
4,
6
06

１
人

１
日
当
た
り

の
排

出
量

(g
/人

･日
)

84
1

97
7

1
,0
30

9
44

1
,0
3
7

98
9

1,
15
2

85
0

1
,1
55

8
09

1
,0
6
8

94
0

1,
02
2

86
2

直
接

資
源
化
量

(
t)
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  イ  評価結果 

ごみの処理システムの比較評価結果を図 3-10、表 3-36に示します。 

評価結果をみると、「人口1人1日当たりのごみ総排出量」と「収集運搬に要する費

用」は本市を含む14市町の平均値より優れた値ですが、その他の項目は平均値を下回

っています。なお、グラフに示す指数（赤字）は、高い値が良好であることを示して

います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-10 一般廃棄物処理システムの比較評価結果（平成19年度実績） 

 

  (ｱ) 中間処理費 

類似都市（14市町）について、中間処理費の大きな割合を占める焼却施設（市管理

のみ計上）の概要と処理費を表 3-37に示します。 

ごみの収集運搬・中間処理体制が異なるため単純比較はできませんが、本市の焼却

施設の年間処理量は13,712t/年ですが、類似処理量である見附市、加西市、北茨城市、

糸魚川市と比較すると、中間処理費が高くなっています。 

 

  (ｲ) 最終処分費 

類似都市（14市町）について、最終処分費の大きな割合を占める最終処分場（市管

理のみ計上）の概要と処理費を表 3-38に示します。 

処理方式が異なるため単純比較はできませんが、本市は埋立処分場（最終処分場）

を4施設有しており、浸出水の高度処理を行っているため、類似埋立量である富岡市、

湖西市、綾部市と比較すると、最終処分費が高くなっています。 
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（2）アンケート調査結果に基づく市民満足度 

本市では、合併後最初の「第1次新城市総合計画」を作成するに当たり、住民アン

ケート調査を実施しています。 

アンケート調査の概要と、本市の公共サービスの満足度（ごみ・し尿への取組）の

意向を以下に示します。 

 

  ア  アンケート調査の概要 

① 調査対象 ：市内に在住する満18歳以上の住民 

② 調査期間 ：平成19年6月 

③ 配布数  ：5,000人（無作為抽出） 

④ 有効回収数：2,716人（有効回収率：54.3%） 

 

  イ  公共サービスの満足度（ごみ・し尿への取組） 

本市の「ごみ・し尿処理への取組」についての回答は、満足：14.4%、やや満足：

44.1%、やや不満：27.8%、不満：13.7%となっており、満足度（満足+やや満足）は、

58.5%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-11 公共サービスの満足度（ごみ・し尿への取組） 

 

 

満足, 14.4%

やや満足, 44.1%

やや不満, 27.8%

不満, 13.7%
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6 ごみ処理に関する施策の実施状況 

ごみの減量や適正処理のために本市が取り組んでいる施策は、以下のとおりです。 

 

（1）広報紙、ホームページなどによる啓発と情報提供 

広報紙に毎号環境関連ページ「エコとぴっくす」を設け、ごみに関するさまざまな

情報を掲載し、排出抑制や適正処理の啓発を行っています。 

また、ホームページには、ごみの分別や処理方法、収集日に関する情報を掲載して

います。 

 

（2）分別表などの作成・配布 

毎年度、ごみの分け方や出し方を記載したごみの「分別表」、「収集カレンダー」

を作成し、市民へ配布しています。 

また、増加する外国人に対し英語とポルトガル語の2ヶ国語版を作成しています。 

 

（3）不用品の再使用 

広報紙、ホームページに「リユースの広場」を開設し、家庭内の不用品の再使用を

進めています。 

また、市民団体が主催するフリーマーケットの参加呼びかけや回収品の運搬処理の

支援も行っています。 

 

（4）資源回収活動の実施 

資源ごみや不燃ごみは、分別排出の意識を高めるため、各地区の住民が主体となっ

て回収活動を実施しています。 

 

（5）資源回収活動報奨金の交付 

資源回収活動を支援するため、活動する地区ごとの団体に対し報奨金を交付してい

ます。 

 

（6）分別説明会の実施 

各地区の要請により、資源回収日や集会などに職員を派遣し、ごみの分別説明を行

っています。 

 

（7）ごみ処理施設の見学受け入れ 

クリーンセンターや埋立処分場の見学を行う小学生や市民団体に対し、ごみの処理

状況に関する情報を提供し、分別排出や適正処理を啓発しています。 

 

（8）生活環境委員の選任 

地区ごとに生活環境委員を選任し、資源回収活動の推進や不法投棄監視などの協力

を依頼するとともに、地域のごみ問題に関する情報収集や意見交換を行っています。 
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（9）生ごみ処理器などの購入補助 

厨芥類の減量対策として、市民に対し生ごみ処理器、電気生ごみ処理機の購入補助

を行っています。 

 

（10）指定ごみ袋の使用 

集積場の衛生保持、市外のごみや事業系ごみとの区分けを行うことなどを目的に、

家庭系の可燃ごみは指定袋を使用して排出することとしています。 

袋の製造販売は登録制としています。 

 

（11）ごみの搬入手数料の徴収 

多量にごみを排出する市民や事業者には市の処理施設への搬入を促し、搬入量に応

じて手数料を徴収し、排出抑制の意識高揚を図っています。 

 

（12）ごみ搬入検査の実施 

毎年度クリーンセンターに搬入される可燃ごみの内容物の検査を行い、適正な分別

排出がされているか検査を行っています。 

不適正なものがある場合は、排出者や収集運搬業者などを指導しています。 

 

（13）エコショップの紹介 

自主的に3Rに取り組む販売店を評価・公表し（エコショップ認定制度）、消費者で

ある市民へ情報提供することで、認定店の利用と事業者の3Rの取組の拡大を呼びかけ

ています。 

 

（14）レジ袋有料化の導入 

消費者が身近にできる取組の一つとして、マイバッグの持参によるレジ袋の削減を

呼びかけるとともに、平成21年4月から市内の賛同店舗と協定を結び、レジ袋の無料

配布を中止（有料化）しています。 
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7 課題の整理 

（1）排出抑制 

本市のごみ排出量原単位（1人1日当たりの排出量）は平成17年度以降減少傾向にあ

り、平成20年度では836g/人・日（表 3-5参照）で、愛知県や全国平均に比べ低い値

となっています。また、表 3-36、図 3-10で示したように、一般廃棄物処理システム

の評価での類似都市との比較においても、本市のごみ排出量原単位は若干良好である

との結果になっています。 

平成20年3月に策定された循環型社会形成推進基本計画では、平成27年度において、

ごみ排出量原単位を1,066.5g/人・日、家庭系ごみ排出量原単位（資源ごみ及び集団

回収量を除く）を528g/人・日とすることが目標とされています。本市は、平成20年

度においてごみ排出量原単位836g/人・日、家庭系ごみ排出量原単位543g/人・日（表 

3-5、表 3-7参照）となっており、ごみ排出量原単位は目標を達成していますが、家

庭系ごみ排出量原単位は目標を達成していない状況にあります。 

一方、平成19年3月に策定された愛知県廃棄物処理計画では、平成23年度において

処理しなければならないごみの1人1日当たりの排出量（資源ごみ及び集団回収量を除

く）を720 g/人・日とする目標を設定しています。本市の処理しなければならないご

みの1人1日当たりの排出量原単位は、平成20年度で676 g/人・日（表 3-7参照）で、

愛知県の目標値を達成しています。 

本市のごみ排出量については、類似都市や国・愛知県の目標値と比較すると、良好

な状況にあると考えられますが、循環型社会形成推進基本計画（平成20年3月）にお

ける平成27年度を目標とした家庭系ごみ排出量原単位は未達成であることから、今後

も引き続き、ごみの排出抑制に向けて、市民や事業者に対して啓発活動を推進すると

ともに、新たな排出抑制策を検討していく必要があります。 

 

（2）再生利用（リサイクル） 

本市では、生活環境委員をはじめ地域住民の協力により資源回収を行い、市民主体

の分別排出の促進を図っています。また、市の施設においては、手選別や破砕施設に

よる磁選別により、不燃ごみや粗大ごみから資源となる金属類を回収し、資源の有効

利用に努めています。 

こうした状況の中、本市の再生利用率は、平成11年度では25.4%（表 3-8参照）で、

愛知県14.2%や全国13.1%に比べ高い値でしたが、平成17年度以降は減少傾向にあり、

平成20年度では愛知県平均を下回る20.1%となっています。また、表 3-36、図 3-10

で示したように、一般廃棄物処理システムの評価での類似都市との比較においても、

本市の再生利用率（資源回収率）は若干平均を下回る結果になっています。 

そのため、再生利用率の向上に向けて、市民に対して更なる分別排出の徹底を呼び

かけるとともに、市の焼却施設においても、古紙や布類の選別回収を進めるほか、現

在焼却しているプラスチック製容器包装類やその他再生可能な資源物の分別収集を実

施していく必要があります。 
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（3）適正処理 

  ア  収集運搬 

本市の家庭系ごみの収集運搬業務は、広範な市域内で効率的な業務が行えるよう旧

市町村の体制を集約し、収集日や収集地区の区割りなどを調整し実施しています。中

でも可燃ごみの収集は、市町村合併時に旧市町村によって収集回数に違いがあったこ

とから改善に取り組み、平成19年度以降順次変更を行い、平成22年度から市内全域で

週2回収集となります。 

こうした取組から、第1次新城市総合計画作成時のアンケート調査において、「ご

み・し尿処理への取組」についての満足度は、58.5%と比較的高い値を示しています。 

しかしながら、収集運搬業務は市民との重要な接点になることから、今後多様化す

る生活条件やごみ質、また高齢化社会などの地域情勢や住民のニーズに応じて、効率

的な収集体制を整備していく必要があります。 

 

  イ  中間処理 

本市では、ごみの中間処理として、クリーンセンターで可燃ごみの焼却処理を行い、

鳥原埋立処分場に設置している破砕処理施設で不燃ごみの破砕処理を行っています。

また、資源集積センターにおいて、資源回収で集められた資源ごみを一時保管して処

理業者へ引き渡すなど、適正な再生利用に努めています。 

クリーンセンターでは、自動燃焼装置でダイオキシン類の発生抑制、活性炭除去を

行うとともに、集塵装置で排ガス中の有害物質を回収しています。また、排水もプラ

ント内で再利用するなど、環境に配慮した施設運営を実施しています。クリーンセン

ターの処理能力は、日量60t（30t／24h×2炉）ですが、炉内の点検・補修を行うため、

通常は1炉（30t）稼動を基本として交互に炉を使用しています。平成12年の稼動以来、

特に大きな問題は発生していませんが、今後も計画的な点検・補修などを行い、適正

な中間処理を実施していく必要があります。 

また、第2次愛知県ごみ焼却処理広域化計画における整備計画では、平成30年以降、

本市のクリーンセンターを更新する計画となっています。なお、本市のクリーンセン

ターは自然公園区域に位置しているため、更新の検討に際しては留意する必要があり

ます。 

資源物の中間処理については、資源集積センターで選別保管していますが、施設が

小規模なため、市内で発生する資源ごみの全量を保管できず、大半の処理を業者へ委

託しています。 

今後、資源ごみの分別回収を推進し、再生利用率の向上を図るには、回収した資源

ごみを選別保管し、圧縮梱包などの必要な処理を行うことが求められます。 

資源集積センターの活用方法を見直すとともに、今後の回収状況に応じて資源物の

中間処理が行える新たな施設の整備を検討する必要があります。 
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  ウ  最終処分 

本市では、ごみの最終処分として、クリーンセンターの焼却により排出した残渣

（焼却灰）を有海埋立処分場で処理するとともに、市内で排出された不燃ごみを鳥原

埋立処分場、七郷一色埋立処分場、作手菅沼埋立処分場で処理しています。 

各処分場では、処分場から排出される浸出水について、生物処理・凝集沈殿・砂ろ

過・活性炭吸着・消毒などの高度処理を行っており、周辺の環境に配慮した施設運営

を実施しています。各施設とも稼動以来、特に大きな問題は発生していませんが、今

後も引き続き定期的な水質調査を行い、適正な維持管理を実施していく必要がありま

す。 

近年のライフスタイルの変化を背景として、各処分場に搬入されるごみ質が変化し

ており、プラスチック系のごみが多くなっています。人口の減少によるごみ排出量の

減少や資源ごみの分別回収などが進んだことで、不燃物を処理している鳥原・七郷一

色・作手菅沼の各処分場は、当初計画に比べ残余容量が多い状況です。しかしながら、

ごみの埋立処分場は愛知県下においても将来的に不足することが想定されるため、今

後も引き続き、ごみの破砕処理や適切な埋立密度での埋立処理を行い、処分場の延命

化に留意していく必要があります。 

また、有海埋立処分場は残余容量が残り少なくなってきていることから、埋立完了

後の焼却灰の処理について、検討していく必要があります。 

 

（4）ごみ処理経費 

表 3-36、図 3-10の一般廃棄物処理システムの評価での類似都市との比較で示した

ように、平成19年度の本市の「人口1人当たり年間処理経費」は12,618円/人･年とな

っており、類似都市の平均値よりやや高い結果となっています。 

平成19年度の本市の「収集運搬に要する費用」は5,499円/tとなっており、類似都

市との比較では、本市の収集運搬に要する費用は良好であるとの結果になっています。 

一方、平成19年度の本市の「中間処理に要する費用」、「最終処分に要する費用」

は、それぞれ22,196円/t、15,927円/tとなっており、いずれも平均値より高い結果と

なっています。 

本市では、中間処理として破砕処理施設を導入しており、ごみの破砕選別による減

量化・減容化・資源化（金属類）を行っています。また、埋立処分場を4施設有して

おり、処分場周辺の環境に配慮して浸出水の高度処理を行っているため、それぞれの

処分費が高くなっていると考えられます。 

しかしながら、今後は人口減少や少子高齢化などの影響により、財政縮小を進めて

いくことが求められているため、中間処理や最終処分の効率化を図るなど、処理費の

削減に努めていく必要があります。 
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第4章 基本方針 

 

1 基本理念 

第1次新城市総合計画では、基本戦略4：環境首都創造の中で「目標が達成された

姿」として、「地球温暖化防止に向けた循環型のライフスタイルが浸透している」を

掲げ、循環型社会への取組や廃棄物の適正処理に関する施策の推進を計画しています。 

総合計画の目標像である「地球温暖化防止に向けた循環型のライフスタイルが浸透

している姿」を実現するためには、ごみの排出抑制、資源の再生利用（リサイクル）、

ごみの適正処理などに関する取組を、市民・事業者・市の各主体の協働のもとで推進

していく必要があります。 

そのため、本計画における基本理念（将来像）を以下のように設定します。 

 

 

 

 

 

2 基本方針 

（1）「もったいない」意識を普及します。（排出抑制） 

ごみの排出抑制に向けて、市民・事業者・市が製造、流通、消費、廃棄、処理の各

過程において「もったいない」の意識を持ち、無駄なものを作らない・買わない。物

を大切に長く使うなど、三者がそれぞれの役割を果たすことで、ごみの出ないライフ

スタイルを市全体に広めます。 

 

（2）資源が循環する仕組みづくりを推進します。（再使用・再生利用） 

まだ使えるものは安易に廃棄せず、ほしい人へ譲る。再生可能なものは分別し、資

源となるよう適正に処理する。製造者は製品をできる限り再生可能なもので作る。消

費者は優先してそれらの製品を使う。排出されたごみから可能な限り資源を回収する

など、限りある資源が循環し、有効利用される仕組みづくりに取り組みます。 

 

（3）ごみを適正に処理する体制を確立します。（適正処理） 

店頭での容器類回収の励行、分別方法の周知・指導などにより排出者に適正な排出

を啓発します。 

排出されたごみは適正かつ効率的に収集運搬・中間処理・最終処分を行います。ま

た、これらの収集処理を行う施設の維持管理に努め延命化を図ります。 

《基本理念（将来像）》 
 

市民・事業者・市の協働による循環型ライフスタイルの実現 
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第5章 ごみ処理基本計画 

本章では、現在までの状況を踏まえた今後のごみの削減目標とその目標達成のため

の具体的な方策を定めるとともに、発生するごみを計画的かつ適正に収集処理するた

めの必要事項を定めます。 

 

1 ごみの排出量及び処理量の見込み 

（1）将来人口 

将来人口については、上位計画である「第1次新城市総合計画」との整合を図ると

とともに、住民基本台帳人口による推移（実測値）を用いて求めるものとします。 

総合計画では、平成17年度の国政調査結果（平成17年10月1日の市町村合併時に

52,178人）をベースに、目標年度の平成30年度には、人口が約47,000人になると推計

し、新城ICなどのインフラ整備、就業環境整備などにより平成30年度の目標年度の人

口を50,000人に設定しています。そのため、本計画における将来人口は、総合計画の

推計値（国勢調査ベース：図 5-1参照）を用いて設定することとし、目標年度の人口

を50,000人とします。 

目標年度までの人口推計は、総合計画で用いられている平成7年度、平成12年度、

平成17年度の実測値と、平成22年度、平成27年度、平成32年度の推計値（国勢調査ベ

ース）を用い、その間の人口については直線的に推移しているものとして補完します。 

こうして求めた平成7年度～20年度の国勢調査推計値を住民基本台帳人口（外国人

を含む）の実測値と比較して比率を求め、平成7年度～20年度の平均比率（102.92%）

に、平成21年度以降の国勢調査推計値を掛け合わせ、将来人口を推計します。なお、

推計上は平成27年度以降に人口が50,000人を割り込むことになりますが、新城ICなど

が平成26年度に開設することなどを踏まえ、平成27年度以降は人口50,000人が維持さ

れるものと設定します。 

上記の考えに基づき設定した将来人口の予測値を表 5-1、図 5-2に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 5-1 第1次新城市総合計画の推計値 
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表 5-1 将来人口（予測値） 

住民基本台帳人口(人) 

年 度 

国勢調査 

実測値・ 

推計値 

(人) 

住基 

人口 

外国人

登録 
合 計 

比 率

(%) 

将来人口 

(人) 

平成 7年度 54,602 55,336 515 55,851 102.29 ― 

平成 8年度 54,402 55,270 474 55,744 102.47 ― 

平成 9年度 54,202 55,280 590 55,870 103.08 ― 

平成10年度 54,003 54,967 502 55,469 102.72 ― 

平成11年度 53,803 54,740 434 55,174 102.55 ― 

平成12年度 53,603 55,530 429 55,959 104.40 ― 

平成13年度 53,318 54,255 536 54,791 102.76 ― 

平成14年度 53,033 53,944 535 54,479 102.73 ― 

平成15年度 52,748 53,715 643 54,358 103.05 ― 

平成16年度 52,463 53,250 738 53,988 102.91 ― 

平成17年度 52,178 52,924 883 53,807 103.12 ― 

平成18年度 51,834 52,351 921 53,272 102.77 ― 

平成19年度 51,490 51,957 1,049 53,006 102.94 ― 

平成20年度 51,146 51,628 1,090 52,718 103.07 ― 

平均比率 102.92

平成21年度 50,802 ― ― ― 102.92 52,285

平成22年度 50,458 ― ― ― 102.92 51,931

平成23年度 50,062 ― ― ― 102.92 51,524

平成24年度 49,666 ― ― ― 102.92 51,116

平成25年度 49,269 ― ― ― 102.92 50,708

平成26年度 48,873 ― ― ― 102.92 50,300

H26新城IC

開通により

H27以降は

人口5万人

が維持され

ると想定 

平成27年度 48,477 ― ― ― 102.92 49,893 50,000

平成28年度 48,006 ― ― ― 102.92 49,408 50,000

平成29年度 47,535 ― ― ― 102.92 48,923 50,000

平成30年度 47,063 ― ― ― 102.92 48,438 50,000

平成31年度 46,592    

平成32年度 46,121    

※比率：国勢調査推計値に対する住民基本台帳人口（外国人を含む）の割合 

※黄色着色部：将来人口の予測値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2 将来人口（予測値） 
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（2）ごみの排出量の予測 

将来において新たなごみの排出抑制や循環型社会の形成に向けた改善策を実施せず、

現状のまま推移した場合、ごみの排出量が将来的にどのように変化するかについて予

測を行います。 

ごみの排出抑制に向けた改善策を実施しない場合、今後の1人1日当たりのごみ排出

量は過年度と同様のペースで推移すると考えられることから、今後のごみの排出量は、

時系列分析（トレンド法）により算定します。なお、過年度の実績値に変動が少なく

安定的に推移している場合は、現況固定により予測値を設定します。 

 

ごみの排出量の予測手法を、以下に示します。 

① 家庭系ごみは、可燃・資源・不燃・有害・粗大の区分別に、ごみの原単位で推

計します。 

② 事業系ごみは、可燃・資源・不燃の区分別に、ごみの原単位で推計します。 

③ 先に設定した将来人口と家庭系ごみの将来原単位を乗じて、家庭系ごみの将来

の排出量を算出します。また、本市の事業活動は人口と相関が高いと考えられ

ることから、事業系ごみについても将来原単位に将来人口を乗じて事業系ごみ

の将来の排出量を算出します。 

 

《時系列分析（トレンド法）》 

時系列分析は、過去のごみの排出量の推移の実測値を、一定の規則性を持つ回帰式

に近似させ、その回帰式を将来まで延長することにより、将来の目標年度までの推計

値を把握する手法で、一般的によく用いられる推計方法です。 

推計に用いる回帰式を以下に示します。 

 

表 5-2 推計に用いる回帰式 

①一次回帰式 ｙ＝ａｘ＋ｂ 

②二次回帰式 ｙ＝ａｘ2＋ｂｘ＋ｃ 

③対数式 ｙ＝ａ×ｌｎ(ｘ)＋ｂ 

④累乗式 ｙ＝ａｘｂ 

⑤指数式 ｙ＝ａ×ｅ(ｂｘ) 

⑥ルート式 ｙ＝ａｘ(1/2)＋ｂ 

⑦分数式 ｙ＝ａ/ｘ＋ｂ 
ｘ： 年度（基準年からの経過年数） 

ｙ： ｘ年度の推計値 

ａ,ｂ,ｃ： 定数 

 

なお、推計に使用する過去のデータは、資源有効利用促進法（H13.4全面施行）、

容器包装リサイクル法（H12.4完全施行）、家電リサイクル法（H13.4完全施行）、食

品リサイクル法（H13.5完全施行）などの再利用の推進に関する法律が平成13年度に

施行され、ごみの排出・処理体系が大きく変化していることを踏まえ、平成14年度～

20年度の実績値とします。 
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  ア  家庭系ごみの排出量の推計 

  (ｱ) 過去の実績 

平成14年度～20年度における家庭系ごみの種別ごとの排出量と原単位を、表 5-3に

示します。なお、推計に用いた回帰式を備考欄に示すとともに、回帰式の採用根拠及

び推計データを資料編に添付します。 

 

表 5-3 家庭系ごみ排出量と原単位の実績 

区 分 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 備考 

人口（人） 54,479 54,358 53,988 53,807 53,272 53,006 52,718  

排出量(t) 9,624 9,753 9,748 9,822 9,748 9,598 9,514  可燃 

ごみ 原単位(g/人･日) 484 492 495 500 501 496 494 分数式 

排出量(t) 3,437 3,614 3,578 3,495 3,233 3,045 2,909  資源 

ごみ 原単位(g/人･日) 173 182 182 178 166 157 151 累乗式 

排出量(t) 641 532 461 480 535 345 585  不燃 

ごみ 原単位(g/人･日) 32 27 23 24 28 18 30 分数式 

排出量(t) 46 38 41 31 41 32 48  有害 

ごみ 原単位(g/人･日) 2.3 1.9 2.1 1.6 2.1 1.7 2.5 分数式 

排出量(t) 140 146 139 170 230 282 295  粗大 

ごみ 原単位(g/人･日) 7 7 7 9 12 15 15 分数式 

排出量(t) 13,888 14,083 13,967 13,998 13,787 13,302 13,351  
計 

原単位(g/人･日) 698 710 709 713 709 688 694 推計結果の計

 

  (ｲ) 排出量の推計結果 

ごみの種別ごとの原単位に将来人口に乗じて推計した年度別の排出量を、表 5-4に

示します。 

本計画の目標年度である平成30年度の家庭系ごみの排出量（合計）は、平成20年度

と比べ約780t減少することになります。 

 

表 5-4 年度別の家庭系ごみ排出量の予測値 

区 分 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

将来人口(人) 52,285 51,931 51,524 51,116 50,708 50,300 50,000 50,000 50,000 50,000

可燃ごみ(t) 9,523  9,458 9,384  9,310  9,236 9,161 9,107 9,107 9,125 9,125

原単位(g/人･日) 499 499 499 499 499 499 499 499  500 500

資源ごみ(t) 3,034 2,995 2,953 2,911  2,869 2,827 2,792 2,792 2,774 2,756

原単位(g/人･日) 159  158 157 156  155 154 153 153 152 151

不燃ごみ(t) 458  455 451 448  444 441 420 420 420 420

原単位(g/人･日) 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23

有害ごみ(t) 38 38 38 37 37 35 35 35 35 35

原単位(g/人･日) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9

粗大ごみ(t) 229  227 244 243  241 239 237 237 237 237

原単位(g/人･日) 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13

合 計(t) 13,282 13,173 13,070 12,949 12,827 12,703 12,591 12,591 12,591 12,573

原単位(g/人･日) 696 695 695 694 693  692 690 690 690 689
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  イ  事業系ごみの排出量の推計 

  (ｱ) 過去の実績 

平成14年度～20年度における事業系ごみの種別ごとの排出量と原単位を、表 5-5に

示します。なお、推計に用いた回帰式を備考欄に示すとともに、回帰式の採用根拠及

び推計データを資料編に添付します。 

 

表 5-5 事業系ごみ排出量と原単位の実績 

区 分 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 備考 

人口（人） 54,479 54,358 53,988 53,807 53,272 53,006 52,718  

排出量(t) 2,730 2,745 2,801 2,722 2,694 2,638 2,471  可燃 

ごみ 原単位(g/人･日) 137 138 142 139 139 136 128 分数式 

排出量(t) - - - 443 260 290 163  資源 

ごみ 原単位(g/人･日) - - - 23 13 15 8 分数式 

排出量(t) 24 24 24 32 136 203 104  不燃 

ごみ 原単位(g/人･日) 1.2 1.2 1.2 1.6 7.0 10.5 5.4 対数式 

排出量(t) 2,754 2,769 2,825 3,197 3,090 3,131 2,738  
計 

原単位(g/人･日) 138 140 143 163 159 162 142 推計結果の計

 

  (ｲ) 排出量の推計結果 

ごみの種別ごとの原単位に将来人口に乗じて推計した年度別の排出量を、表 5-6に

示します。 

本計画の目標年度である平成30年度の事業系ごみの排出量（合計）は、平成20年度

と比べ58t増加することになります。 

 

表 5-6 年度別の事業系ごみ排出量の予測値 

区 分 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

将来人口(人) 52,285 51,931 51,524 51,116 50,708 50,300 50,000 50,000 50,000 50,000

可燃ごみ(t) 2,595 2,578 2,558 2,537 2,517 2,497 2,482 2,482 2,482 2,482

原単位(g/人･日) 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136

資源ごみ(t) 172 171 150 149 148 147 128 128 128 128

原単位(g/人･日) 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7

不燃ごみ(t) 139 146 154 159 163 169 172 177 181 186

原単位(g/人･日) 7.3 7.7 8.2 8.5 8.8 9.2 9.4 9.7 9.9 10.2

合 計(t) 2,906 2,895 2,862 2,845 2,828 2,813 2,782 2,787 2,791 2,796

原単位(g/人･日) 152 153 152 153 153 153 152 153 153 153
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（3）ごみの処理量の予測 

将来において新たなごみの排出抑制や再生利用、循環型社会の形成に向けた改善策

を実施せず、現状のまま推移した場合、ごみの処理量が将来的にどのように変化する

かについて予測を行います。 

ごみの排出抑制や再生利用に向けた改善策を実施しない場合、今後の1人1日当たり

のごみの処理量は過年度と同様のペースで推移すると考えられることから、今後のご

みの処理量は、ごみの排出量と同様に、時系列分析（トレンド法）により算定します。

なお、過年度の実績値が変動が少なく安定的に推移している場合は、現況固定により

予測値を設定します。 

 

ごみの処理量の予測手法を、以下に示します。 

① 再生利用量を、原単位で推計します。 

② 焼却灰と不燃物の最終処分量を、原単位で推計します。 

③ 先に設定した将来人口と再生利用量の将来原単位を乗じて、再生利用量の将来

の処理量を算出します。また、将来人口と焼却灰・不燃物の処理量の将来原単

位を乗じて、焼却灰・不燃物の将来の処理量を算出します。 

 

  ア  過去の実績 

平成14年度～20年度における再生利用量、焼却灰・不燃物の最終処分量と、各原単

位を表 5-7に示します。なお、推計に用いた回帰式を備考欄に示すとともに、回帰式

の採用根拠及び推計データを資料編に添付します。 

 

表 5-7 ごみの処理量と原単位の実績 

区 分 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 備考 

人口(人) 54,479 54,358 53,988 53,807 53,272 53,006 52,718  

再生利用量(t) 3,518 3,692 3,656 4,037 3,583 3,431 3,229  

原単位(g/人･日) 177 186 186 206 184 177 168 ルート式 

再生利用率(%) 21.1 21.9 21.8 23.5 21.2 20.9 20.1  

焼却灰(t) 1,341 1,417 1,483 1,478 1,483 1,483 1,450  

原単位 

(g/人･日) 
67 71 75 75 76 77 75 分数式 

不燃物(t) 624 518 442 408 527 627 613  

原単位 

(g/人･日) 
31 26 22 21 27 32 32 H20実績値で一定

計(t) 1,965 1,935 1,925 1,886 2,010 2,110 2,063  

最
終
処
分
量 

原単位 

(g/人･日) 
99 98 98 96 103 109 107 推計結果の計 

※焼却灰は汚泥分を含む処理量。 
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  イ  ごみの処理量の推計結果 

ごみの各処理量ごとの原単位に将来人口に乗じて推計した年度別の処理量を、表 

5-8に示します。 

本計画の目標年度である平成30年度の再生利用量、焼却灰（最終処分量）、不燃物

（最終処分量）は、平成20年度と比べそれぞれ53t減少、45t減少、29t減少すること

になります。 

 

表 5-8 年度別のごみ処理量の予測値 

区 分 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

人口(人) 52,285 51,931 51,524 51,116 50,708 50,300 50,000 50,000 50,000 50,000

再生利用量(t) 3,435 3,393 3,348 3,321 3,276 3,231 3,212 3,194 3,194 3,176

原単位(g/人･日) 180 179 178 178 177 176 176 175 175 174

再生利用率(%) 21.2 21.1 21.0 21.0 20.9 20.8 20.9 20.8 20.8 20.7

焼却灰(t) 1,450 1,460 1,448 1,437 1,425 1,414 1,405 1,405 1,405 1,405

原単位 

(g/人･日) 
76 77 77 77 77 77 77 77 77 77

不燃物(t) 611 607 602 597 592 588 584 584 584 584

原単位 

(g/人･日) 
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

計(t) 2,061 2,067 2,050 2,034 2,017 2,002 1,989 1,989 1,989 1,989

最
終
処
分
量 

原単位 

(g/人･日) 
108 109 109 109 109 109 109 109 109 109
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（4）ごみの排出量及び処理量の予測結果一覧 

ごみの排出抑制や再生利用を促進せず、循環型社会の形成に向けた改善策を行わな

い場合のごみ排出量及び処理量の予測結果図と一覧表を図 5-3、表 5-9に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-3(1) 家庭系ごみ排出量の予測結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-3(2) 事業系ごみ排出量の予測結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-3(3) 再生利用量及び焼却灰・不燃物（最終処分量）の予測結果 
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2 ごみの排出量及び処理量の目標 

本市のごみの排出抑制や再生利用などの目標については、国及び愛知県が定める方

針・上位計画における目標値と比較するとともに、今後、本市において実施可能な施

策とそれにより得られる効果を想定して設定します。 

 

（1）上位計画との比較分析 

  ア  比較対象 

本市の目標値は、循環型社会形成推進基本法に基づく循環型社会形成推進基本計画

（平成20年3月）、国の方針などを踏まえた愛知県廃棄物処理計画（平成19年3月）に

定める目標値を参考とします。 

 

  イ  上位計画の目標値 

循環型社会形成推進基本計画では、平成12年度の実績に対し、平成27年度の目標を

以下のとおり設定しています。 
 

（ア）家庭系ごみ排出量(資源ごみ除く)の原単位を660g/人･日→528g/人･日（平成 

12年度比で約20%削減）とする。 

（イ）事業系ごみ排出量を1,799万t→1,439万t（平成12年度比で約20%削減）とする。 

 

また、愛知県廃棄物処理計画では、平成16年度の実績に対し、平成23年度の目標を

以下のとおり設定しています。 
 

（ウ）処理しなければならないごみの原単位を720g/人･日（約21%削減）とする。 

（エ）ごみの総排出量に対する再生利用量の割合を29%とする。 

（オ）最終処分量を約21%削減する。 

※処理しなければならないごみとは、総排出量から再生利用量を除いたものをいう。 

 

  ウ  比較分析 

循環型社会形成推進基本計画及び愛知県廃棄物処理計画の目標値に対して、本市の

平成12年度及び16年度の実績と平成23年度及び27年度の予測値は、以下のとおりです。 
 

表 5-10 比較分析 

循環型社会形成推進基本計画の

基準年度及び目標年度 

愛知県廃棄物処理計画の 

基準年度及び目標年度 項目 
H12(実績) H27(予測) H16(実績) H23(予測)

家庭系ごみ排出量(資源ごみ除く)

の原単位(g/人･日) 
501 537 - -

事業系ごみ排出量(t) 2,140 2,782 - -

処理しなければならないごみ 

の原単位(g/人･日) 
- - 671 682

再生利用率(%) - - 21.8 21.0

最終処分量(t) - - 1,925 2,050
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  (ｱ) 家庭系ごみ排出量(資源ごみ除く)原単位（循環型社会形成推進基本計画との比較） 

家庭系ごみ排出量(資源ごみ除く)の原単位については、循環型社会形成推進基本計

画の目標値528g/日･人に対し、循環型社会の形成に向けた改善策を行わない場合の本

市の平成27年度の予測値は537g/日･人となっています。 

原単位で比較した場合、9g/人･日の減量で循環型社会形成推進基本計画の目標を概

ね達成できることになります。しかしながら、平成12年度比でみると、循環型社会形

成推進基本計画では約20%の削減が目標となっているのに対して、本市の予測値は

36g/人･日の増加（501g/日･人→537g/日･人）となっていることから、今後はさらな

る削減対策に取り組む必要があります。 

 

  (ｲ) 事業系ごみ排出量（循環型社会形成推進基本計画との比較） 

事業系ごみ排出量は、循環型社会形成推進基本計画では平成12年度比で約20%の削減

が目標となっています。本市の事業系ごみ排出量は市町村合併時をピークに減少傾向

にありますが、平成12年度比でみると、本市の平成27年度の予測値は642tの増加

（2,140t→2,782t）となっていることから、今後はさらなる削減対策に取り組む必要

があります。 

 

  (ｳ) 処理しなければならないごみの原単位（愛知県廃棄物処理計画との比較） 

処理しなければならないごみの原単位については、愛知県の目標値720g/日･人に対

し、本市の平成23年度の予測値は682g/日･人となっています。 

愛知県の目標値を達成するものと予測されますが、再生利用率の向上や最終処分量

の削減のため、さらなるごみの減量化に取り組んでいく必要があります。 

 

  (ｴ) 再生利用率（愛知県廃棄物処理計画との比較） 

本市の平成23年度の再生利用率の予測結果は21.0%となっています。 

愛知県の目標値29%には大幅に満たないため、今後は排出抑制と資源化対策の両面

に取り組み、再生利用率の向上を図る必要があります。 

 

  (ｵ) 最終処分量（愛知県廃棄物処理計画との比較） 

本市の最終処分量については、平成16年度に比べ平成23年度には125t増加する予測

結果となっています。 

愛知県では21%削減を目標としていますが、1人当たりの最終処分量で比較した場合、

平成23年度において県では109g/人･日、本市では109g/人･日と同程度であり、概ね目

標を達成できることになります。 

しかしながら、本市の最終処分量は市町村合併後に増加しており、平成19年度では

2,110tとなっています。平成22年度以降は人口減少とともに処分量は減少する予測結

果となっていますが、目標年度の平成30年度時点においても平成16年度より多い予測

結果となっていることから、今後はさらなる削減対策に取り組む必要があります。 
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（2）目標値の設定 

本計画の目標年度である平成30年度までに、排出抑制、再生利用量、最終処分量に

ついて、以下の数値の達成をめざします。 

 

  ア  排出抑制 

将来において新たなごみの排出抑制や再生利用、循環型社会の形成に向けた改善策

を実施せず、現状のまま推移した場合、家庭系ごみと事業系ごみを合わせたごみの総

排出量は、平成30年度において15,369t、1人1日当たりの排出量（原単位）では842g/

人･日と予測しています。 

目標は、家庭系ごみ・事業系ごみとも、可燃・不燃・有害・粗大ごみ（資源ごみを

除く）の各排出量の原単位で毎年2%削減を進め、目標年度である平成30年度には現状

のまま推移した場合の予測値から約20%の削減をめざすこととします。 

一方、資源ごみについては、家庭系ごみ・事業系ごみとも、ペットボトル、白色ト

レイなどの資源化や可燃ごみ中の紙・布類の選別資源化などを図り、原単位で毎年1%

の増加に努め、目標年度である平成30年度には現状のまま推移した場合の予測値から

約10%の増加（再生利用率の向上）をめざすこととします。 

なお、平成20年度比では、ごみ排出量計は116g/人･日（13.9%）の削減になります。 

 

《ごみの排出抑制の目標》 

平成30年度の1人1日当たりのごみ排出量 

可燃・不燃・有害・粗大ごみは現状のまま推移した場合の予測値から約20%の削減

をめざし、資源ごみは予測値から約10%の増加（再生利用率の向上）をめざす。 

区 分 H20(現況値) H30(現状推移) H30(目標値) 

家庭系-可燃ごみ 
494g/人･日 

排出量：9,514t

500g/人･日 
排出量：9,125t 

400g/人･日 
排出量：7,300t 

家庭系-資源ごみ 
151g/人･日 

排出量：2,909t

151g/人･日 
排出量：2,756t 

166g/人･日 
排出量：3,030t 

家庭系-不燃ごみ 
30g/人･日 
排出量：585t 

23g/人･日 
排出量：420t 

18g/人･日 
排出量：329t 

家庭系-有害ごみ 
2.5g/人･日 
排出量：48t 

1.9g/人･日 
排出量：35t 

1.5g/人･日 
排出量：27t 

家庭系-粗大ごみ 
15g/人･日 
排出量：295t 

13g/人･日 
排出量：237t 

10g/人･日 
排出量：183t 

事業系-可燃ごみ 
128g/人･日 

排出量：2,471t

136g/人･日 
排出量：2,482t 

109g/人･日 
排出量：1,989t 

事業系-資源ごみ 
8.5g/人･日 
排出量：163t 

7.0g/人･日 
排出量：128t 

7.7g/人･日 
排出量：141t 

事業系-不燃ごみ 
5.4g/人･日 
排出量：104t 

10.2g/人･日 
排出量：186t 

8.2g/人･日 
排出量：150t 

ごみ排出量計 
836g/人･日 

排出量：16,089t

842g/人･日 
排出量：15,369t 

720g/人･日 
排出量：13,149t 

20.0%減

9.9%増

21.7%減

21.1%減

23.1%減

19.9%減

10.0%増

19.6%減

14.5%減
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  イ  再生利用量 

現状のまま推移した場合、平成30年度における再生利用量は3,176t、原単位174g/

人･日、再生利用率は20.7%になると予測しています。 

目標は、資源ごみの排出量の増加（再生利用率の向上）とあわせ、再生利用率の原

単位で毎年1%向上を進め、目標年度である平成30年度には現状のまま推移した場合の

予測値174g/人･日から約10%の向上（191g/人･日）をめざすこととします。この場合、

目標年度の再生利用率は26.5%となり、現状のまま推移した場合の予測値20.7%から

5.8%の増加になります。 

なお、平成20年度比では、再生利用率は6.4%の増加になります。 

 

《再生利用量の目標》 

平成30年度の1人1日当たりの再生利用量 

再生利用量は、現状のまま推移した場合の予測値から約10%の増加（再生利用率の

向上）をめざす。 

区 分 H20(現況値) H30(現状推移) H30(目標値) 

再生利用量 

(再生利用率:%) 

168g/人･日 
排出量：3,229t

(20.1%) 

174g/人･日 
排出量：3,176t 

(20.7%) 

191g/人･日 
排出量：3,486t 

(26.5%) 

 

  ウ  最終処分量 

現状のまま推移した場合、平成30年度における最終処分量計は1,989t、原単位は

109g/人･日と予測しています。 

目標は、最終処分として埋立処理を行う焼却灰・不燃物とも原単位で毎年2%の削減

を進め、目標年度である平成30年度には現状のまま推移した場合の予測値（焼却灰

77g/人･日、不燃物32g/人･日）から約20%の削減（焼却灰62g/人･日、不燃物26g/人･

日）をめざすこととします。この場合、目標年度の処分量に換算すると焼却灰1,132t、

不燃物475tとなり、現状のまま推移した場合からそれぞれ273t（19.4%）、109t

（18.7%）の削減になります。 

なお、平成20年度比では、焼却灰318t（21.9%）、不燃物138t（22.5%）の削減にな

ります。 

 

《最終処分量の目標》 

平成30年度の1人1日当たりの最終処分量 

最終処分量（焼却灰・不燃物）は、現状のまま推移した場合の予測値から約20%の

削減をめざす。 

区 分 H20(現況値) H30(現状推移) H30(目標値) 

焼却灰 
75g/人･日 

排出量：1,450t

77g/人･日 
排出量：1,405t 

62g/人･日 
排出量：1,132t 

不燃物 
32g/人･日 
排出量：613t 

32g/人･日 
排出量：584t 

26g/人･日 
排出量：475t 

最終処分量計 
107g/人･日 
排出量：2,063t

109g/人･日 
排出量：1,989t 

88g/人･日 
排出量：1,607t 

9.8%増

19.5%減

18.8%減

19.3%減
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（3）ごみの排出量及び処理量の目標値 

次節に掲げるごみの排出抑制や再生利用などの施策を展開し、ごみの排出抑制、再

生利用率、最終処分量の各目標を達成するための目標値を表 5-11に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4(1) 家庭系ごみ排出量の目標値 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4(2) 事業系ごみ排出量の目標値 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4(3) 再生利用量及び最終処分量の目標値 
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3 目標達成のための方策 

（1）ごみの排出抑制のための方策 

前節の目標を達成するため、今後は排出者である市民・事業者が「もったいない」

意識を持ち行動するため、以下の事項に主眼を置いた施策を実施します。 

 

表 5-12 排出抑制につながる具体的な行動 

対象 項 目 内  容 

容器包装類の排出抑制 

食料品や生活用品などを購入する際は、

簡易包装の商品、詰め替え可能な商品、

繰り返し使用できる商品を選び、ごみに

なるものの排出を抑制する。 

使い捨ての抑制 

マイ箸やマイバッグなどを持参し、身近

にできる使い捨ての抑制に取り組むほ

か、衣類や日用品などあらゆるものを大

切に長く使用することで、不用になるも

のの排出を抑制する。 

市民 

不用品の再使用 

不用になったものでも安易に廃棄せず、

フリーマーケットや市の不用品交換制度

などを活用し再使用に心がける。 

発生源における排出抑制 

原材料の選択や製造工程を工夫するとと

もに、包装の簡素化、再使用できる商品

や耐久性のある商品を製造販売すること

で排出抑制を図る。 

循環的利用の促進 

製品の製造販売に際しては、ごみとして

処理する場合に困難とならないような製

品の製造販売に心がけ、循環的利用を促

進する。 

使い捨て品の使用抑制 

環境物品の使用促進 

小売業者は、できる限り使い捨て品の提

供を抑制し、環境負荷の少ないグリーン

製品を提供する。 

食品ごみの排出抑制 

食品小売業者や外食産業者は、仕入れや

商慣行を工夫し、売れ残りや食べ残しの

削減に努める。また、自らの取組を情報

提供し、消費者の理解の促進に努める。 

事業者 

再生利用の促進 

再生可能な古紙や草木類を扱う事業者は

安易に焼却処理とせず、排出の際にでき

る限り分別し再生利用を図る。 

容器包装類は小売業者の店頭回収により

再生利用を図る。 
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  ア  排出抑制を主とした啓発活動 

これまで分別排出や適正処理を主体としてきた啓発活動に加え、排出抑制に関する

内容を積極的に広報します。 

その方法の一つとして、ごみ減量やもったいない活動に取り組む市民、事業者、団

体の実践事例を紹介することで、取組の拡大を図ります。 

 

  イ  積極的な情報提供と住民参加 

毎年度のごみ処理量やそれに係る経費などに関する情報を積極的に公表し、市民に

排出抑制の理解を求めるとともに、ごみ処理施設の見学会やごみ搬入検査の立会い、

市民講座などの開催により、市民が参加し、ごみ処理の現状が把握できる機会を設け

ることで、ごみ減量意識の高揚を図ります。 

 

  ウ  環境学習の場の拡充 

毎年実施される小学生のごみ処理施設見学などでは分かりやすい副読本の作成に努

め、子どもたちの環境教育の推進を図ります。 

また、事業者や市民団体が実施する勉強会、地域住民から要望の多い分別説明会の

開催に対しては職員を派遣し、分別のみならず排出抑制の理解を求めていきます。 

 

  エ  人材育成 

生活環境委員会において、委員と積極的に意見交換を行い、出された意見を業務に

反映するなど、委員との連携や機能を強化し、市民リーダーとして資源回収などにお

いて地域のごみ減量活動の推進を図ります。 

また、委員個人としてもエコ商品を使うなど、環境に配慮した消費行動に取り組む

「グリーンコンシューマー」となり、日常においてごみ減量を実践するよう協力を求

めていきます。 

 

  オ  生ごみ処理器、電気生ごみ処理機の普及 

生ごみ処理器などの購入補助を積極的に行うとともに、市民の使用状況などを調査

し、減量効果や処理した堆肥の有効利用を検証し、普及拡大に努めます。 

 

  カ  ごみの多量排出者に対する減量対策 

多量にごみを排出する市民に対しては、市のごみ処理施設への搬入を促し、処理経

費を勘案した料金を徴収することで、排出抑制の意識高揚を図ります。なお、料金は

ごみの処理状況に応じ5年を目安に見直しを行います。 

また、事業者に対しては、搬入物の確認を徹底し、産業廃棄物など不適物の混入防

止により、処理量の削減を図ります。 

 

  キ  不用品のリユース制度の構築 

現在、広報紙に掲載している「リユースの広場」を積極的にＰＲし、利用者拡大を

図るとともに、市の施設へ搬入された粗大ごみから再使用可能なものを希望者に提供

する制度を検討します。 
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  ク  事業者の排出抑制活動の支援 

現在取り組んでいるエコショップ認定店やレジ袋削減協定店の３Ｒ活動については、

市民に対して情報提供に努めるとともに、各店舗の成果の情報収集を行い、優良店の

紹介など、更なる排出抑制のための支援方法を検討します。 

また、認定店、協定店以外にも量り売りや包装紙の簡素化、食品トレイやペットボ

トルをはじめ、乾電池やインクカートリッジなどの店頭回収を行う販売店の情報収集

を行い、利用促進につながる支援を検討します。 

その他、事務所などにおけるオフィスペーパーの排出抑制や古紙の再生利用など、

小売店以外の業種についても状況把握に努め、模範となる取組については情報提供を

行います。 

 

  ケ  家庭ごみ有料化の検討 

ごみの排出抑制や再生利用の推進、排出量に応じた経費負担の公平性を図る有効な

手段として、全国の自治体の多くで導入されている「家庭ごみ有料化」制度について、

先例地の実状や近隣市町村の動向を検証し、本市における実施の可否について検討し

ます。 

 

 

 

 

 

《家庭ごみ有料化制度とは》 

指定ごみ袋に処理費用を加算し、その袋を購入することで費用を負担する制度。 

全国の自治体の約6割が実施しています。 
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（2）再生利用（リサイクル）のための方策 

再生利用率を向上し、前項の目標を達成するために、以下のことに取り組みます。 

 

  ア  分別排出の徹底 

分かりやすい分別表の作成や広報紙、ホームページなどを活用し、家庭において分

別に取り組みやすい環境をつくるための情報提供に努めます。 

また、生活環境委員との意見交換や情報提供に努め、資源回収日における分別回収

の向上を図ります。 

ごみの分別や排出方法を明確に示すことで、排出者が適正に分別排出するよう促す

とともに、排出されるごみの調査などを行い、ルール違反の削減に取り組みます。 

 

  (ｱ) 排出ルールの周知徹底 

家庭での分別や排出方法を示す分別表や収集カレンダーは、市民意見を取り入れて、

分かりやすい内容のものを作成します。また、ホームページやケーブルテレビ放送も

活用し、排出ルールに関する情報提供を行います。 
 

表 5-13 排出ルールに関する情報提供内容 

項 目 内  容 

分別表 

・ 分別区分のほか、排出後の処理を円滑に行うために家庭ででき

る分別作業などの情報を掲載します。 

・ イラストを用いて見やすい内容になるよう努めます。 

分別ガイド 
・ 分別表に掲載しきれない詳細な内容を記載することで、分別表

を補完します。 

収集カレンダー ・ 可燃ごみの収集日と資源回収日などを掲載します。 

ホームページ 
・ 分別表や収集カレンダーなどと同等の内容を掲載するほか、品

名別の分け方・出し方を示す「早見表」の掲載を進めます。 

ケーブルテレビ 
・ 市民からの問い合わせが多い内容を中心に、適宜放送を行いま

す。 

 

  (ｲ) 収集場所の管理 

可燃ごみ集積場や資源回収会場は、そこを使用する市民が管理を行い、衛生的な使

用に努めるとともに、ルール違反のごみが排出される場合には、市と協力してそれら

の防止に取り組みます。 

 

  (ｳ) 家庭系ごみと事業系ごみの分別 

事業系ごみについては、事業者自らの責任で処理するものであるため、家庭系ごみ

に混入しないよう収集時の確認や搬入ごみの検査などを行い、違反者に対しては指導

などを行います。 また、オフィスペーパーなど、再生可能な紙類は分別し、再生利

用するよう啓発します。 

 

  イ  集団回収の促進 

小中学校の児童や保護者などが自主的に実施する資源回収活動（集団回収）につい

ては、支援方法を再検討し、活動団体の拡大を図り、環境教育を合わせた分別回収の

促進を図ります。 
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  ウ  可燃ごみに含まれる古紙などの選別回収 

クリーンセンターに搬入される可燃ごみには、古紙やペットボトル、布類などの再

生可能な資源が多く含まれています。 

市民に対し、家庭での分別排出を呼びかけるとともに、直接搬入されたごみについ

ては、施設内で選別回収を行い、焼却ごみの減量と資源の再生利用を図ります。 

 

  エ  金属類の選別回収 

家庭で不要になった小型家電製品などを排出する場合は、資源となる金属部品を分

別するよう啓発し、希少金属が含まれている携帯電話などの高性能機器で、販売店で

の回収が行われているものは、それらを利用するよう呼びかけます。 

また、直接搬入された不燃ごみや粗大ごみは、施設内で金属類の選別回収を行い、

資源の再生利用を図ります。 

 

  オ  廃プラスチック類の再生利用 

家庭から排出される廃プラスチック類のうち、プラスチック製容器包装類は現在焼

却処理をしていますが、日常生活において多く排出されるものであり、容器包装リサ

イクル法においても分別収集に必要な措置を講ずるよう努めるものとされています。 

また、廃プラスチック類は燃焼時の焼却炉への負荷が大きいことから、今後優先的

に再生利用に向けた分別収集を検討します。 

 

  カ  廃食用油の回収 

現在、民間事業者との連携により一部の公用車にBDF（Bio Diesel Fuel：バイオデ

ィーゼル燃料）を導入しています。 

食用油の有効利用のため回収量を増やしたいと考えていますが、現行の収集運搬体

制では効率的な回収が困難なため、食料品店の店頭や公共施設などの拠点回収を主体

に回収方法の検討を進めます。 

 

  キ  草木類のバイオマス利用の検討 

現在、可燃ごみとして処理している草木類の再生利用を検討します。当面は市内で

の排出量や処理方法などの状況把握や近隣市町村の動向を注視するとともに、市役所

の関係部局と連携し、実施に向けた検討を進めます。 

 

  ク  その他分別収集品目の拡充 

今後、資源としての利用が可能な品目については、環境省が策定する「ごみ処理基

本計画策定指針（平成20年6月策定）」で定めるごみの標準的な区分を基本に、市の

収集体制や資源物の市況、再生処理の容易性、経済的価値、減量効果などを考慮し分

別収集を検討します。 

なお、本市の区分は現在、類型Ⅱに属するものと考えますが、プラスチック製容器

包装の分別収集を優先して検討するとともに、類型Ⅲにある生ごみ、廃食用油などの

バイオマスについては、本計画期間中に分別収集する場合の課題の整理などを行いま

す。 
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表 5-14 ごみの標準的な分別収集区分 

類型 標準的な分別収集区分 

①－１ アルミ缶 

スチール缶 

①－２ ガラスびん ①資源回収する容器包装

①－３ ペットボトル 

素材別に排出源で分別す

るか、又は、一部又は全部

の区分について混合収集

し、収集後に選別する 

②資源回収する古紙類・布類などの資源ごみ（集団回収によるものを含む） 

④燃やすごみ（廃プラスチック類を含む） 

⑤燃やさないごみ 

⑥その他専用の処理のために分別するごみ 

類型Ⅰ 

⑦粗大ごみ 

①－１ アルミ缶 

スチール缶 

①－２ ガラスびん 

①－３ ペットボトル 

①－４ プラスチック製

容器包装 

①資源回収する容器包装

①－５ 紙製容器包装 

素材別に排出源で分別す

るか、又は、一部又は全部

の区分について混合収集

し、収集後に選別する（た

だし、再生利用が困難とな

らないよう混合収集するも

のの組合せに留意すること

が必要） 

②資源回収する古紙類・布類などの資源ごみ（集団回収によるものを含む） 

④燃やすごみ（廃プラスチック類を含む） 

⑤燃やさないごみ 

⑥その他専用の処理のために分別するごみ 

類型Ⅱ 

⑦粗大ごみ 

①－１ アルミ缶 

スチール缶 

①－２ ガラスびん 

①－３ ペットボトル 

①－４ プラスチック製

容器包装 

①資源回収する容器包装

①－５ 紙製容器包装 

素材別に排出源で分別す

るか、又は、一部又は全部

の区分について混合収集

し、収集後に選別する（た

だし、再生利用が困難とな

らないよう混合収集するも

のの組合せに留意すること

が必要） 

②資源回収する古紙類・布類などの資源ごみ（集団回収によるものを含む） 

③資源回収する生ごみ、廃食用油などのバイオマス 

④燃やすごみ（廃プラスチック類を含む） 

⑤燃やさないごみ 

⑥その他専用の処理のために分別するごみ 

類型Ⅲ 

⑦粗大ごみ 
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（3）ごみの適正処理に向けた方策 

ごみの排出抑制に取り組むとともに、排出されるものは適正に処理することで、環

境負荷の軽減に努める必要があります。 

ごみの適正処理を行うために、収集運搬、中間処理、最終処分の各過程において、

以下のことに取り組みます。 

 

  ア  収集運搬計画 

市内で排出されるごみは、以下のとおり収集運搬します。 

 

  (ｱ) 家庭系ごみ 

当面、現在の収集体制を継続しますが、今後は業務を担う職員数などに応じて、適

宜収集運搬業者へ業務委託を進めます。 

分別区分ごとの収集計画は、以下のとおりです 

 

表 5-15 分別区分ごとの収集計画 

区 分 収 集 計 画 

可燃ごみ 

平成19年度以降、段階的に収集回数を変更し、平成22年度から市

全域で週2回収集を実施します。 

収集回数が増えるため、臨時雇用などにより作業員を確保すると

同時に、収集運搬業者へ業務を委託します。 

資源ごみ 

月1回の資源回収日に集められる資源ごみは、収集運搬の利便性

などにより、一部の地区を除き、業務全般を収集運搬業者に委託

しています。当面はこの体制を継続しますが、今後収集品目の追

加などを行う場合には委託の業務内容を変更します。 

不燃ごみ 

資源回収日に集められる不燃ごみは主に市が収集し、一部を収集

運搬業者に委託しています。 

当面はこの体制を継続しますが、資源ごみの収集運搬と合わせ、

状況に応じ業務内容の見直しを行います。 

なお、不燃ごみは鉄製コンテナや大袋を使用し回収しています

が、指定袋回収などを含めて、収集方法を再検討します。 

有害ごみ 

有害ごみは主に市が収集し、一部は不燃ごみと合わせて収集運搬

業者に委託しています。 

当面はこの体制を継続しますが、資源ごみや不燃ごみの収集運搬

と合わせ、状況に応じ業務内容の見直しを行います。 

粗大ごみ 

申込者に対し戸別収集（有料）を行っており、今後もこの体制を

継続します。 

軒先収集のため、高齢者が粗大ごみを屋外へ搬出できない場合や

収集手数料となる市証紙（粗大ごみ処理券）の販売店が郊外に少

ないなどの課題があることから、制度の利用方法を検討します。

直接搬入ごみ 

一時多量ごみや粗大ごみの直接搬入の受け入れは、当面は現在の

体制を継続しますが、搬入量が増加していることや搬入日が施設

ごとに異なるため、市民が利用しやすい体制へ見直しを検討しま

す。 
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  (ｲ) 事業系ごみ 

事業系ごみは、事業者が直接市の処理施設などへ搬入するか、収集運搬許可業者へ

収集を依頼するものとします。 

 

表 5-16 分別区分ごとの収集計画 

区 分 搬入施設 収 集 計 画 

可燃ごみ クリーンセンター 

多量排出者に対しては円滑な処理を行うた

め、搬入管理（制限）を行います。 

再生可能な古紙や草木類などの多量排出者に

対しては、資源化処理を指導します。 

資源ごみ 資源集積センター 

小規模事業者などによる少量の搬入物につい

ては、資源集積センターでの受け入れを行う

こととし、搬入手数料の徴収を検討します。 

不燃ごみ 

粗大ごみ 
鳥原埋立処分場 

多量排出者に対しては円滑な処理を行うた

め、搬入管理（制限）を行います。 
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  イ  中間処理計画 

収集したごみは、以下の方法で中間処理します。 

 

表 5-17 中間処理計画 

区 分 処理方法 処 理 計 画 

可燃ごみ 焼却 

クリーンセンターで焼却処理します。 

搬入されたごみから再生可能な古紙や草木類を選別回収

し、再生利用を行うための体制を検討します。 

燃焼時に高カロリーとなり、また二酸化炭素を発生する

廃プラスチック類は混入量の抑制に努め、ごみ減量や施

設の長寿命化、温暖化防止対策を図ります。 

資源ごみ 選別・保管 

資源集積センターや委託業者の保管施設で一時保管し、

再生処理業者に引渡します。また、圧縮・梱包を必要と

するペットボトル、白色トレイについては業者へ処理を

委託し、その後指定法人へ引渡します。 

今後は資源集積センターの活用方法を見直し、状況に応

じ容器包装類の圧縮梱包を行う新たな中間処理施設の整

備を検討します。 

また、可燃ごみに含まれる古紙や布類など再生可能な資

源を選別回収する体制を整備します。 

不燃ごみ 

粗大ごみ 
選別・破砕 

集められたごみから手選別により可燃物と金属類を回収

し、残った不燃物については破砕施設で減容し、最終処

分します。 

硬質プラスチック類は、埋立処分場の残余容量を考慮

し、当面は再生利用に向けた検討を行わず埋立処理しま

す。 

有害ごみ 保管 
資源集積センターに一時保管し、専門技術を有する業者

へ処理を委託します。 
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  ウ  最終処分計画 

中間処理による残渣は、以下により最終処分します。 

 

表 5-18 最終処分計画 

区 分 処理方法 処 理 計 画 

焼却灰 埋立処理 

有海埋立処分場で埋立処理します。 

場内の処理作業は業者へ委託します。 

有海埋立処分場は平成29年度中に埋立処理が完了すると

見込まれるため、新たな処分計画を策定します。 

基本的な方針としては、有海埋立処分場の埋立完了後

は、七郷一色埋立処分場にカルシウム除去設備を設置し

て焼却灰を埋立処理します。七郷一色埋立処分場の埋立

完了後は、鳥原埋立処分場を焼却灰に対応できるよう改

造後、鳥原埋立処分場で処理します。 

不燃ごみ 埋立処理 

鳥原、七郷一色、作手菅沼の3施設で埋立処理します。 

各処分場の残余容量調査結果を踏まえ、計画的な埋立処

理を行います。 

基本的な方針としては、作手菅沼埋立処分場は残余容量

が少ないことから、不燃ごみの埋立処理を優先的に行

い、早期に運用を終了します。その後は、七郷一色埋立

処分場、鳥原埋立処分場の順に不燃ごみの埋立処理を行

います。 

場内の処理作業や搬入ごみの受け入れなどの業務委託に

ついて検討します。 

 

78



 

 79

 

4 ごみ処理施設の整備計画 

本計画期間中に、以下の施設の整備について検討します。 

 

（1）中間処理施設 

  ア  焼却施設 

  (ｱ) 「第2次愛知県ごみ焼却処理広域化計画」による位置付け 

新城市クリーンセンターは、第2章 3 関係市町村の動向で前掲したように、「第2

次愛知県ごみ焼却処理広域化計画」において、東三河ブロック（新城市・設楽町・東

栄町・豊根村・根羽村）内の施設として位置付けられています。 

 

表 5-19 焼却施設の整備方針（第2次愛知県ごみ焼却処理広域化計画） 

区 分 処理能力 整備方針 

焼却施設 
焼却処理 

100t/日 

県の広域化計画では処理能力は1施設300t/日以上

が前提となっていますが、本市及び北設楽郡の地

理的条件（山間地）から、この条件は適用しない

こととされています。 

現在稼動する2施設の処理能力と現在の処理状

況、安定燃焼のための最低能力を考慮し、新施設

の処理能力を1日当たり100tと設定しています。 

 

  (ｲ) 整備計画 

平成12年度に供用開始した新城市クリーンセンターは、施設の老朽化が懸念される

平成30年頃を目安に、機器の更新などが予想されますが、その際にスムーズな移行が

可能となるよう、愛知県の上位計画及び東三河ブロック内の他の市町村と事前に連携

を図りながら整備計画を立案します。なお、現クリーンセンターを含めた周辺は、桜

淵県立自然公園に指定されていることから、施設の更新・増設に際しては、十分に配

慮した計画とします。 
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  イ  圧縮梱包施設 

資源物の中間処理については、資源集積センターで選別保管していますが、施設が

小規模なため、大半の処理を業者へ委託しています。 

資源ごみの分別回収を推進し、再生利用率の向上を図るため、廃プラスチック類の

うち、ペットボトル、白色トレイなどの資源ごみの適正回収・処理に向けて、圧縮梱

包などを行うための中間処理施設の整備を検討します。 
 

表 5-20 圧縮梱包施設の整備方針 

区 分 処理能力 整備方針 

中間処理施設 
圧縮梱包 5t/日 

保管面積 600m2 

容器包装類の圧縮梱包のほか、収集した資源ごみ

や不燃ごみなどの選別保管を行うことができる機

能を持つ施設を検討します。 

 

  (ｱ) 整備計画 

圧縮梱包施設は、市内全域から回収される資源ごみのうち、再生が可能なペットボ

トル、白色トレイなどの保管、選別、圧縮梱包などを行う施設として整備を検討しま

す。 

計画に当たっては、収集したごみの容積が大きいことから、選別保管場所となる十

分なスペースを確保する必要があります。また圧縮梱包設備からの騒音に配慮する必

要があるため、鳥原埋立処分場の破砕処理施設の更新と併せて計画するなど、既存の

資源集積センターとは、別の用地に整備することを検討します。 

現在稼動中の資源集積センターとの機能分担や、搬出先となる指定業者への引渡し

が容易に行える施設整備を検討します。 
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（2）埋立処分場 

  ア  焼却灰の埋立処分場 

焼却残渣（焼却灰）の埋立処分場として、現在稼動している有海埋立処分場は、本

計画期間中には埋立完了が予測されるため、施策の早急な検討を行います。 

 

  (ｱ) 既設埋立処分場の転用計画 

有海埋立処分場は、焼却灰の埋立処理を目的に建設されましたが、平成29年度前後

に埋立処理が完了する予定です。 

一方、不燃ごみの埋立処理を目的に建設された鳥原埋立処分場、七郷一色埋立処分

場は、残余容量に比較的余裕があることから、焼却灰の埋立用に転用することを検討

します。 

ただし、鳥原埋立処分場は、当面の間、破砕処理施設として、優先的に運用する方

針であるため、既設の七郷一色埋立処分場の転用について検討します。 

 

表 5-21 有海埋立処分場閉鎖後の焼却灰の埋立先検討  

施設名 理 由 判定 

鳥原埋立処分場 
市内全域で収集した不燃ごみの破砕処理機能を

担うため、当面は埋立処理作業を行わない。 
△ 

七郷一色埋立処分場 

残余容量が約28,000m3と大きいことから、不燃

物に加え、焼却灰の埋立用としても長期に渡っ

て使用可能である。 

○ 

作手菅沼埋立処分場 

残余容量が約3,800m3と小さいことから、不燃

物の埋立処分場として優先的に使用し、早期に

埋立処理を完了する予定である。 

× 

 

(a) カルシウム除去設備の導入 

クリーンセンターでは、ごみ焼却の際に、有害ガス除去のために、消石灰（水酸化

カルシウム）を使用しています。そのため、焼却灰はカルシウム分を多く含有するこ

とから、埋立処分場では、浸出水に溶け出したカルシウムイオンにより、スケール

（炭酸カルシウムなどの厚い金属酸化物の被膜で、流量の低下などを引き起こす）が

発生し、浸出水処理設備の配管などへの影響が懸念されます。 

現在、七郷一色埋立処分場には、処理能力25m3/日の接触ばっ気法による浸出水処

理施設が設置されておりますが、焼却灰の埋立用へ転用する際には、既存の浸出水処

理設備にカルシウム除去設備を追加整備する必要があります。 

 

表 5-22 七郷一色埋立処分場 既設処理施設 計画水量・水質 

浸出水量 水質項目 原 水 処 理 水

日平均浸出水量（m3/日） 25 pH － 5.8～8.6

日最大浸出水量（m3/日） 225 BOD（mg/ ） 250 20以下 

処理施設能力（m3/日） 25 SS （mg/ ） 300 20以下 

 COD（mg/ ） 100 20以下 
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図 5-5 七郷一色埋立処分場 既設浸出水処理フロー図 

 

 

上記処理フローにカルシウムスケールによる影響が及ぶことを防止するため、調整

池より浸出水をスクリーン槽へ汲み上げ、砂などを除去した後にカルシウムの除去処

理の工程を追加します。除去処理は、既存設備でも実績のある凝集沈殿法を採用し、

表 5-23に示す設計諸元に基づき、各施設の規模を検討します。 

 

表 5-23 凝集沈殿法設計諸元  

施設名 設計諸元 

混和槽 滞留時間 ： 5分以上 

凝集槽 滞留時間 ：20分以上 

凝集沈殿槽 

水面積負荷： 20m3/（m2･d）以下 

 越流負荷：100m3/（m2･d）以下 

  滞留時間：3時間以上 

（資料：廃棄物最終処分場整備の計画・設計要領） 

埋立処分場 
 

埋立容量 
30,000m3 

 

調整池 
 

容量 

1000m3以上 

No.1 

中和槽 

接触ばっ

気槽 
混和槽 凝集槽

凝集 

沈殿槽

No.2 

中和槽 

ろ過 

ポンプ槽 

砂 

ろ過器
処理水槽 消毒槽

汚泥 

濃縮槽 

汚泥 

貯留槽 

汚泥 

乾燥床

放流

汚泥搬出
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硫
酸
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性
ソ
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） 

次
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素
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ム 
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ダ 

計画流入水量 
25m3/日 
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(b) カルシウム除去設備の容量計算 

七郷一色埋立処分場において必要となるカルシウム除去処理に必要な設備規模を算

定します。なお、現状では有海埋立処分場の浸出水に含まれるカルシウムイオン

（Ca2＋）濃度の計測は実施していないため、除去設備の詳細検討に当たっては、有海

埋立処分場や類似規模の埋立処分場のカルシウムイオン濃度を調査し、設備規模、凝

集剤などを決定する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-6 カルシウム除去設備フロー図 

 

○混和槽 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

○凝集槽 

  

 

 

 

 

 

 

設計水量 25m3/日，0.018m3/分 

滞留時間 5分以上 

必要容量 0.018m3/分×5分＝0.09m3以上 
 

寸  法 0.9m×0.9m×1.0m 

数  量 1槽 

有効容量 0.81m3/槽×1槽＝0.81m3 

滞留時間 0.81m3/0.018m3/分＝45分 

設計水量 25m3/日，0.018m3/分 

滞留時間 20分以上 

必要容量 0.018m3/分×20分＝0.36m3以上 
 

寸  法 0.9m×0.9m×1.0m 

数  量 1槽 

有効容量 0.81m3/槽×1槽＝0.81m3 

滞留時間 0.81m3/0.018m3/分＝45分 

混和槽 

0.09m3以上 

凝集槽 

0.36m3以上

凝集沈殿槽

1.25㎡以上

既設 

処理設備 

（No.1中和槽）

炭
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム 

凝
集
剤 

計画流入水量
25m3/日 

既設汚泥

濃縮槽 

苛
性
ソ
ー
ダ 

 

調整池 
 

容量 

1000m3以上 

カルシウム
除去設備
（新設） 

ｽｸﾘｰﾝ

槽 
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○凝集沈殿槽 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) カルシウム除去設備の配置検討 

カルシウム除去設備は、七郷一色埋立処分場の既設の浸出水処理施設の敷地内に配

置することを検討します。カルシウム除去設備は比較的小規模な設備となることから、

下図に示す位置に配置することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7 カルシウム除去設備配置イメージ図 

設 計 水 量 25m3/日，1.05m3/時，0.018m3/分 

水面積負荷 20m3/m2･日以下 

滞 留 時 間 3時間以上 

越 流 負 荷 100m3/m･日以下 

必 要 面 積 25m3/日 ／ 20m3/m2･日 ＝1.25m2以上 
 

寸  法 2.0m×2.0m×2.4m（有効水深） 

数  量 1槽 

水 面 積 4.0m2/槽×1槽＝4.0m2 

有 効 容 量 2.0×2.0×2.4＝9.6 

9.6m3/槽×1槽＝9.6m3 

 水面積負荷 25m3/日 ／ 4.0m2 ＝6.25m3/m2･日 

滞 留 時 間 9.6m3 ／ 1.05m3/時 ＝9.1時間 

越 流 負 荷 25m3/日 ／ 8.0m ＝3.2m3/m･日  
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(d) 汚泥処理施設の検討 

七郷一色埋立処分場の既設の汚泥処理設備については、計画水質（表 5-22参照）

によって施工されています。計画水質の原水（BOD 250 mg/ 、SS 300 mg/ ）を処

理した際の汚泥発生量は以下のようになります。 

 

○七郷一色埋立処分場における計画水質の汚泥発生量 

  

 

 

 

 

 

 
 
七郷一色埋立処分場における現状の水質は、埋立率が10%程度に留まっていること

もあり、表 5-24に示すように良好な状態であり、汚泥の発生も少量に留まっていま

す。 

表 5-24 七郷一色埋立処分場の浸出水の水質（平成21年12月） 

指 標 原 水 処 理 水 

BOD（mg/ ） 2.6 1.3 

COD（mg/ ） 11.0 7.8 

 

焼却灰用へ転用後の水質は、有海埋立処分場の浸出水水質に類似すると予想されま

す。有海埋立処分場浸出水の過去6年間の処理実績（最大値）は表 5-25のとおりです。 

 

表 5-25 有海埋立処分場の処理量（過去６年間での最大値） 

指 標 原 水 処 理 水 処 理 量 備考 

BOD（mg/ ） 1.8 0.1 1.7 H18. 8 

SS （mg/ ） 9.2 2.2 7.0 H20.11 

 

七郷一色埋立処分場の転用後の浸出水水質を、有海埋立処分場の実績値相当として、

上記の処理量で汚泥発生量を算出した場合、下記のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のように、焼却灰埋立後も浸出水の水質は比較的良好であることが予想される

ことから、汚泥発生量は少量となる見込みであり、既存の汚泥処理施設（汚泥濃縮

槽・汚泥貯留槽・乾燥床）で処理が可能であると想定されます。 

・BOD  25m3/日×（250-20）mg/ ×10-3×0.5 ＝ 2.88kg/日 

・SS  25m3/日×（300-20）mg/ ×10-3    ＝ 7.00kg/日 

・Fe2CL3  25m3/日×  150mg/ ×10-3×0.66   ＝ 2.48kg/日 

                        計 12.4 kg/日 

汚泥固形物濃度を1%（10kg/m3）として 

汚泥量は 12.4kg/日 ／ 10kg/m3  ＝ 1.24m3/日 

・BOD  25m3/日×（1.7）mg/ ×10-3×0.5 ＝ 0.021kg/日 

・SS  25m3/日×（7.0）mg/ ×10-3    ＝ 0.175kg/日 

・Fe2CL3  25m3/日×  150mg/ ×10-3×0.66 ＝ 2.48kg/日 

                       計 2.68kg/日 

汚泥固形物濃度を1%（10kg/m3）として 

汚泥量は 2.68kg/日 ／ 10kg/m3  ＝ 0.27m3/日 
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  (ｲ) 整備スケジュール 

有海埋立処分場は、適切な運用・管理の実施により、平成29年度前後まで引き続き

焼却灰の埋立処理を行います。また、七郷一色埋立処分場については、焼却灰の埋立

処理に対応するため、カルシウム除去設備の設置を行ったのち、運用を開始します。 

 

表 5-26 焼却灰の埋立処分場 整備スケジュール 

年度（平成）  

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 備考

有海埋立処分場             

七郷一色埋立処分場             

 

運用
埋立終了

埋立開始設備改造
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  イ  不燃ごみの埋立処分場 

現在運用している本市の3箇所の埋立処分場について、適切な維持管理の実施によ

り効率的に運用していくとともに、焼却灰の埋立処分場への転用についても検討して

いきます。 
 

表 5-27 不燃ごみ埋立処分場の整備方針 

区 分 整備方針 

不燃ごみ 

埋立処分場 

市内3箇所に点在する埋立処分場を効率的に運用するため、埋立処理

の優先順位を設定し、運用施設を計画的に削減します。 

残余容量を的確に把握することにより、焼却灰の埋立処分場への転

用可能性について検討していきます。 

 

  (ｱ) 効率的な運用と焼却灰埋立施設との一体運用 

本市には、平成17年10月の合併以前に旧市町村がそれぞれ建設した不燃ごみ埋立処

分場が3箇所点在しています。今後は維持管理する施設数を削減し、維持管理の効率

化を図るため、埋立処理についての優先順位を設定します。 

また、焼却灰埋立用の有海埋立処分場は、平成30年度前後に埋立完了が予定される

ことから、残余容量が比較的多い不燃ごみ埋立処分場を、焼却灰埋立用へ転用し、一

体的な運用を図ります。 

 

  (ｲ) 整備スケジュール 

本市の各埋立処分場の現状及び今後の維持管理の削減などを考慮した、運用スケジ

ュールを表 5-28に示します。 

各埋立処分場の残余容量の詳細は次頁に示しますが、作手菅沼埋立処分場は残余容

量が約3,800ｍ3と少ないことから、不燃ごみの埋立処理を優先的に行い、早期に運用

を終了します。鳥原埋立処分場は、当面の間、不燃ごみの破砕機能を優先することか

ら、焼却灰用の有海埋立処分場の埋立終了後は、七郷一色埋立処分場において焼却灰

を埋立処理します。 

なお、七郷一色、鳥原の両埋立処分場は、焼却灰の埋立前にカルシウム除去設備を

追加設置します。 

 

表 5-28 埋立優先順位と一体運用 

年度（平成） 
施設名 埋立物 

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

有海 

埋立処分場 
焼却灰 

           

作手菅沼 

埋立処分場 
不燃ごみ 

           

不燃ごみ            
七郷一色 

埋立処分場 焼却灰          

不燃ごみ            鳥原 

埋立処分場 焼却灰          設備改造

埋立開始

埋立開始

埋立開始

埋立終了

埋立終了

埋立終了
埋立開始設備改造

埋立終了
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○有海埋立処分場（焼却灰） 

平成21年度から平成30年度までの焼却灰処分量（予測値）の平均値は1,425t/年

（表 5-9参照）であり、現状の埋立密度（表 3-32参照：1.21t/m3）と同程度のごみ

が搬入されると仮定すると、各年の埋立容量は1,178m3（1,425t／1.21t/m3）となり

ます。この平均ペースで埋立処理が進むとすると、残余年数は約8.4年（残余容量

9,904m3（表 3-32参照）÷1,178m3）で、平成29年度中に埋立処理が完了することに

なります。  

 

 

○作手菅沼埋立処分場（不燃物） 

平成21年度から平成30年度までの不燃物処分量（予測値）の平均値は593t/年（表 

5-9参照）であり、現状の埋立密度（表 3-27参照：0.71t/m3）と同程度のごみが搬入

されると仮定すると、各年の埋立容量は835m3（593t／0.71t/m3）となります。この

平均ペースで埋立処理が進み、不燃物の最終処分を作手菅沼埋立処分場のみにて行っ

た場合、残余年数は約3.9年（残余容量3,237m3（表 3-31参照）÷835m3）で、平成25

年度中に埋立処理が完了することになります。  

 

 

○七郷一色埋立処分場（不燃物＋焼却灰） 

作手菅沼の埋立完了後、平成25年度から不燃物835m3（593t／0.71t/m3）の埋立処

理を開始し、焼却灰に対応できるよう改造後、有海の埋立完了後の平成29年度から焼

却灰1,178m3（1,425t／1.21t/m3）の埋立処理を実施した場合、平成39年度に埋立処

理が完了する予定となります。 

 

 

○鳥原埋立処分場（不燃物＋焼却灰） 

七郷一色の埋立完了にあわせ焼却灰に対応できるよう改造後、平成39年度から不燃

物835m3（593t／0.71t/m3）及び焼却灰1,178m3（1,425t／1.21t/m3）の埋立処理を実

施した場合、残余年数は約21.0年（残余容量42,352m3（表 3-26参照）÷(835m3＋

1,178m3））で、平成60年度に埋立処理が完了する予定となります。 
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5 その他ごみ処理に関する取組 

（1）市で処理を行わないものへの対応 

廃棄物関係法令などに指定される特別管理一般廃棄物や適正処理困難物及び市で処

理を行わないものについては、取扱業者などによる適正な処理ルートを確保するとと

もに、市民に対し処理方法を周知徹底します。 

 

表 5-29 市で処理を行わないもの 

区 分 品  目 

特別管理一般廃棄物 

・ PCBを使用した部品をもつ廃エアコンディショナー、 

廃テレビジョン受信機、廃電子レンジ、 

・ ばいじん 

・ 感染性一般廃棄物 

適正処理困難物 

・ 廃ゴムタイヤ 

・ 廃テレビジョン受信機 

・ 廃電気冷蔵庫 

・ 廃スプリングマットレス 

その他 

消火器、ガスボンベ、タイヤ、バッテリー、オートバイ、 

業務用機械器具、農薬、農業用ビニール、農業用機械器具、

ピアノ、金庫、医療系廃棄物、コンクリート、レンガ、瓦、

家庭用パソコン 

 

  ア  家電リサイクル法の対象4品目 

販売店での引取りを原則としますが、市へ処理を依頼する排出者については、リサ

イクル料金及び収集運搬料金を負担することで回収を行い、製造業者などへ引渡しを

します。 

 

  イ  家庭用パソコン 

PCリサイクルにより製造業者の直接回収を行うこととし、市において収集処理は行

いません。 

 

  ウ  感染性廃棄物 

公衆衛生の保持や病原性微生物の拡散防止を徹底するため、他の一般廃棄物と分別

して取り扱うものであり、発生時には、県や国と連携し適正な収集処理を行います。 

 

  エ  在宅医療廃棄物 

医療機関や処方する薬局などでの回収を基本としますが、今後は在宅治療・訪問看

護などの増加が見込まれるため、関係機関と連携し、円滑な収集処理体制を検討しま

す。 

 

  オ  その他 

廃スプリングマットレスは、粗大ごみとして処理を行います。 
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（2）不法投棄対策 

不法投棄は、生活環境や景観などに悪影響を及ぼすものであるため、発生の未然防

止に取り組み、発生した場合には、その後の誘発をさせないため、速やかに対応する

必要があります。 

本市は市域が広く、また観光などで市外からの人の往来も多いことから、不法投棄

がされやすい場所が多くあります。 

地域住民や関係機関と連携し、一体となって不法投棄の削減に取り組みます。 

 

  ア  発生防止の取組 

  (ｱ) 県と連携し、重点地域などへの定期的なパトロールを行います。 

  (ｲ) 生活環境委員に監視を依頼し、不法投棄に関する情報収集を行います。 

  (ｳ) 市民参加による清掃事業「しんしろクリーンフェスタ」を定期開催し、地域の環

境保全の意識高揚を図ります。 

  (ｴ) 地域住民や市民団体、事業所が自主的に実施する清掃活動に対し、ごみ袋などの

資材の提供、回収したごみの処理などの支援を行います。 

  (ｵ) 投棄されやすい場所へ注意看板を設置します。 

  (ｶ) 土地所有者に対しては、所有地の適正管理を呼びかけ、地域住民に対しては不審

車輌などへの注意を払うなど、啓発に関する情報を定期的に広報紙やホームペー

ジへ掲載します。 

 

  イ  不法投棄物への対応 

  (ｱ) 警察などと連携し、投棄者の特定と取締りを行います。 

  (ｲ) 道路、河川、公園などの官地で発生した場合は、管理者に対し速やかな対応を依

頼します。市の管理地については、速やかに回収し適正に処理します。 

  (ｳ) 民地で発生した場合は、その土地の所有者や管理者などの責任において処理する

こととしますが、状況に応じ市が処理を支援します。なお、民地内で発生する事

例に対応するルールづくりを進めます。 
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（3）その他の重点施策 

  ア  車輌などの管理・更新 

収集や処理に使用する車輌などは低燃費稼動に努め、対応車種であればBDF（Bio 

Diesel Fuel：バイオディーゼル燃料）の導入を推進します。 

また、機種を更新する場合は、環境に負荷の少ない低公害の機種を導入します。 

 

  イ  ごみ処理経費の効率化  

ごみ処理に係る経費については、表 3-37、表 3-38に示すとおり、類似都市と比較

して中間処理費、最終処分費が高くなっています。 

こうした現状から、毎年度ごみ処理システムでの評価を行うとともに、今後本格的

な運用が始まる一般廃棄物会計基準（環境省 平成19年6月策定）なども用いてごみ

処理事業に係る経費の分析を行い、経済的に効率のよい事業となるよう努めます。 

 

  ウ  収集運搬業・処分業の許可 

要綱（新城市一般廃棄物収集運搬業の許可基準要綱、新城市一般廃棄物処分業の許

可基準要綱）により許可基準を定め、適正な業務が行われるよう監視します。 

事業系ごみの収集運搬を行う許可業者に対しては、産業廃棄物など不適物の混入防

止を指導します。また、円滑に業務を進めるよう排出元の明示や運搬計画の提出など

を指示します。 

処分業については、ごみの減量化や資源化を行うことを前提に許可することとし、

設置する施設の能力や処理方法などを把握し、適正に業務を行うよう監視します。 

 

  エ  温室効果ガス排出量の削減 

ごみの減量化に取り組むことで、収集運搬、中間処理、最終処分の各業務において

排出される温室効果ガスの削減を図ります。 

中でも、廃プラスチック類の焼却による排出量が多いことから、一般家庭、事業所

などにおける排出抑制を啓発するとともに、資源として分別回収するなどの施策によ

り焼却量の削減を図ります。 

なお、平成20年6月に策定した「新城市地球温暖化防止実行計画」に掲げる市の事

務事業における削減目標（平成24年度までに平成18年度に対し6％削減する。）の達

成をめざすほか、地球温暖化を取り巻く社会情勢や関係法令、関係計画との整合を図

り、更なる排出量削減に向けたごみ処理業務を推進します。 

 

  オ  ごみ減量政策の協働実施 

本計画に定める事項、その他のごみ減量に関する政策の検討・実施に際しては、積

極的に市民に意見を求めることとします。 

また、近隣市町村と連携することで、より大きな効果や円滑な実施が見込まれる政

策については、積極的に協議を行います。 
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6 災害廃棄物処理計画 

大地震や水害などによる災害は、被害が広範囲に及ぶほか、ライフラインや交通機

能への影響などが考えられます。また、がれきなどが大量に発生するとともに、交通

の途絶などに伴い一般ごみについても平常時の収集・処理が困難になることが想定さ

れます。 

そのため、震災や風水害時におけるごみを円滑に処理するための方針を設定します。 

 

（1）震災廃棄物処理計画 

「新城市地域防災計画 地震災害対策計画（平成21年2月）」に基づき、大規模地

震により発生するごみの収集処理に関する基本方針を定めます。 

 

  ア  対象 

被災した住家を対象とし、収集処理するごみは、以下のとおりです。 

 

表 5-30 収集処理対象 

区 分 内  容 

がれき 損壊建物の撤去などに伴って発生するコンクリートや廃木材など 

生活ごみ 震災により一時的に大量に発生した生活ごみや粗大ごみ 

し尿 仮設便所からの汲取りし尿 

環境汚染が懸念 

されるもの 
アスベストなど 

 

  イ  建物被害の想定 

想定される震災の規模は、新城市地域防災計画において最大規模と推定する東海・

東南海地震連動型の数値を用います。 

 

表 5-31 想定される震災 

想定地震 マグニチュード 発生タイプ 

東海・東南海地震連動（海溝型） Ｍ8.27 連動発生 

 

表 5-32 被害想定棟数 

区分 新城地区 鳳来地区 作手地区 計 

全壊 80棟 180棟 20棟 280棟 

半壊 480棟 710棟 70棟 1,260棟 
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  ウ  ごみの発生量 

発生量については、「震災廃棄物対策指針」（旧厚生省 平成10年10月）、「大規

模災害時の建設廃棄物等の有効利用及び適正処理方策検討調査報告書」（環境省 平

成18年3月）を参考に予測します。 

 

  (ｱ) がれき 

がれきの発生量は以下のとおり予測します。 

 

 

 

◆推計式 

がれき発生量(t) ＝ 1棟当たりの平均延床面積(㎡)×発生原単位(t/㎡)×解体棟数 

 

 ・平均延床面積：100㎡、発生原単位：0.4t/㎡とする。 

・半壊家屋は全壊家屋の5分の2とする。 

 

  (ｲ) 生活ごみ 

生活ごみの発生量は、以下のとおり予測します。 

 

 

 

新潟市中越地震における見附市の被害状況を参考とし、本市の平成20年度の家庭系

ごみの排出量（13,350t）の3ヶ月分が発生すると予測します。 

 

  (ｳ) し尿 

建物被害による避難所生活者や上下水道施設などのライフライン機能障害により、

仮設トイレを使用する住民の人数を推計し、し尿の汲取り量を予測します。 

 

表 5-33 し尿の汲取り量予測 

項  目 数 量 備 考 

避難所生活者数 880 人 新城市地域防災計画より 

ライフライン機能支障戸数 2,490 戸 新城市地域防災計画より 

1世帯当たりの平均人数 3.0 人 平成21年10月1日住民基本台帳人口より 

ライフライン機能支障人数 8,350 人 上記より算出 

1人1日当たりの排出量 1.5  し尿汲取り量実績（H17～H20）より 

汲取り量 12.5 k 上記より算出 

 

がれきの発生量    31,360t 

生活ごみの発生量    3,300t 
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  エ  ごみの収集運搬 

発生したごみの収集運搬は、市直営及び一般廃棄物の収集運搬許可業者や建設業者

などに協力を依頼し行います。 

発生直後は、被災した現場を調査し、道路の損壊や建物の倒壊により車輌などの通

行に支障が出る箇所のがれきなどを優先的に撤去します。 

また、生活ごみについても、衛生上、震災発生後3～4日後を目標に収集を開始しま

す。 

なお、被災後は、緊急車輌や緊急物資の搬送、被災者の避難などにより渋滞が発生

することも想定されるため、交通量の少ない夜間の収集についても、必要に応じ検討

します。 

収集運搬を行う車輌の台数及び積載能力は、以下のとおりです。 
 

表 5-34 収集運搬車輌の台数及び積載能力 

区  分 車輌台数 総積載量 

新城市 11台 30t

収集運搬許可業者（26社） 150台 640t

うち市内に所在する業者（13社） 81台 270t
 

  オ  ごみの保管 

収集したごみについては処分の体制が整うまで、埋立処分場に一時保管します。 

なお、本市の埋立処分場のうち、七郷一色埋立処分場、作手菅沼埋立処分場につい

ては郊外にあり、搬送距離が長いため、必要に応じて中継場所となる箇所の設置を検

討します。 

設置場所の選定に当たっては、保管期間が長期に及ぶことなどを考慮し、学校や病

院、近隣住民に影響のない場所とし、市有地もしくはごみ処理業者や建設業者の保有

地を優先的に確保します。 
 

  カ  ごみの分別 

ごみは、収集時に可能な限り分別し保管場所へ搬入するものとします。 

主たる分別作業は保管場所内で行うこととし、可燃物、金属類、不燃物、コンクリ

ート、がれきの5区分に分別します。 

また、金属類以外の資源物についてもできる限り回収し、再生利用を図ります。 
 

  キ  ごみの処分 

分別したごみのうち、可燃物と不燃物については、破砕処理施設や重機を使用して

破砕処理します。 

可燃物は、クリーンセンターで焼却としますが、能力不足が予測されるため、県内

の他市町村の処理施設での処分を依頼します。 

不燃物についても同様に破砕処理を行い、七郷一色埋立処分場、作手菅沼埋立処分

場への直接埋立を行います。 

金属類やコンクリート、その他再生利用が可能なものについては、再生処理業者へ

引渡しをします。 

アスベストなど有害な廃棄物は保管場所における分別回収を行い、取扱業者などに

より適正な処理を行います。 
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表 5-35 発生ごみの区分と処理方法 

区 分 品  目 処理方法 処 理 先 

可燃物 木類、紙類、布類 焼却 クリーンセンター 

金属類 
アルミ、スチール 

その他金属類 
再生利用 再生処理業者 

不燃物 
ガラス類、陶器類 

プラスチック類 
埋立処理 

鳥原埋立処分場 

七郷一色埋立処分場 

作手菅沼埋立処分場 

コンクリート コンクリート 再生利用 再生処理業者 

がれき 
瓦、レンガなど、市で

処理しないもの 
埋立処理 ごみ処理業者 

 

  ク  し尿の収集処理 

収集については、収集運搬許可業者に依頼し行います。 

衛生上、仮設トイレの汲取りを優先して収集し、清掃センターで処理を行います。

なお、清掃センターが被災した場合には、農業集落排水施設や下水道処理施設への投

入を協議します。 

収集運搬を行う車輌の台数及び積載能力は、以下のとおりです。 

 

表 5-36 収集運搬を行う車輌の台数及び積載能力 

区  分 車輌台数 総積載量 

新城市 1台 2t

収集運搬許可業者（26社） 20台 75t

うち市内に所在する業者（13社） 11台 31t

 

  ケ  通常の生活に伴うごみの収集処理 

災害発生後は、優先的に災害廃棄物の収集処理を行うため、通常の収集体制を確保

することができないものと想定します。 

したがって、可燃ごみについては、当面週1回程度、資源物、不燃物については月1

回程度の収集を目処に、すべての収集処理体制を見直す必要があります。 

併せて、排出場所や排出方法の見直しを行い、限られた人員や車輌において円滑な

収集ができる体制を検討します。 

また、収集したごみは、腐敗や悪臭を発生するものを除き、一時保管場所へ搬入し、

災害廃棄物と併せて処理を行うものとします。 

 

  コ  相互協力体制 

大規模な地震により処理施設の損壊などが起き、災害廃棄物の処理ができない場合

には、新城市地域防災計画の広域応援協定に基づき、協定を締結している市町村、関

係機関へ協力を要請します。 
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（2）風水害廃棄物処理計画 

「新城市地域防災計画 風水害等災害対策計画（平成21年2月）」に基づき、台風、

集中豪雨などの自然現象による災害や大規模火災、爆発など人為的な原因による災害

で発生するごみの収集処理に関する基本方針を定めます。 

 

  ア  基本方針 

風水害などによる被害状況は、災害の種類や規模によって異なることから、災害発

生後速やかに被災地の状況確認を行い、ごみの発生量を把握します。 

なお、風水害などの場合、主に生活ごみや粗大ごみの発生が予測されるため、腐敗

や悪臭などの発生を防止するため、迅速な収集処理が求められます。 

 

  イ  ごみの発生量 

風水害などによる災害廃棄物の発生量は、最も発生量が多いと考えられる水害時の

発生量を基に予測します。 

 

◆推計式 

発生量(t) ＝ 被害家屋数 × 発生原単位(t) 

 

・発生原単位：家屋1棟当たり2t (「水害廃棄物対策指針(環境省 平成17年6月)」資料編) 

 

  ウ  ごみの収集処理 

ごみの収集は市が行うものとするが、被災状況により市で収集できない場合には、

収集運搬許可業者へ協力を依頼します。 

処理については、市の処理施設へ搬入し処理するものとします。 

分別や処理方法は、震災廃棄物と同様とします。 
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7 計画の評価 

本計画の評価については、ＰＤＣＡサイクル（計画・実行・評価・見直し）により

行うこととします。評価の内容としては、各施策の進捗状況、毎年度のごみ排出抑制、

再生利用率などの目標値との比較、類似市町とのごみ処理経費の比較（一般廃棄物処

理システムによる評価による）を行います。 

評価の結果は、環境報告書や市ホームページなどにより公表します。 

なお、本計画に記載のない施策を実施する必要がある場合は、毎年度策定する「ご

み処理実施計画」に反映することとします。 
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1. ごみ量の予測 

ごみ量の予測は、過去のごみ量の推移の実測値を、一定の規則性を持つ回帰式に近

似させ、将来の目標年度までの推計値を把握する手法（時系列分析）により実施しま

した。以下に推計に用いた回帰式を示します。 

 

表-1 推計に用いた回帰式 

①一次回帰式 ｙ＝ａｘ＋ｂ 

②二次回帰式 ｙ＝ａｘ2＋ｂｘ＋ｃ 

③対数式 ｙ＝ａ×ｌｎ(ｘ)＋ｂ 

④累乗式 ｙ＝ａｘｂ 

⑤指数式 ｙ＝ａ×ｅ(ｂｘ) 

⑥ルート式 ｙ＝ａｘ(1/2)＋ｂ 

⑦分数式 ｙ＝ａ/ｘ＋ｂ 

ｘ： 年度（基準年からの経過年数） 

ｙ： ｘ年度の推計値 

ａ,ｂ,ｃ： 定数 

 

1 回帰式の採用根拠 

本計画のごみ量の推計に用いた回帰式及びその採用根拠をごみの種別ごとに示しま

す。 

表-2 回帰式の採用根拠 

項 目 採用式 採用根拠 

家庭系ごみ原単位 

 可燃ごみ 
分数式 

(表-3参照) 

市町村合併後は500g/人･日前後で推移しており、今後も同程度で推移すると想

定されるため、予測値が500g/人･日前後で相関係数の高い「分数式」を採用。

 資源ごみ 
累乗式 

(表-4参照) 

市町村合併後は151～166g/人･日前後で推移しており、今後も同程度で推移す

ると想定されるため、予測値が同範囲内で相関係数の高い「分数式」を採用。

 不燃ごみ 
分数式 

(表-5参照) 

市町村合併後は18～30g/人･日前後で推移しており、今後も同程度で推移する

と想定されるため、予測値が同範囲内で相関係数の高い「分数式」を採用。 

 有害ごみ 
分数式 

(表-6参照) 

概ね2g/人･日前後で推移しており、今後も同程度で推移すると想定されるた

め、予測値が2g/人･日前後で相関係数の高い「分数式」を採用。 

 粗大ごみ 
分数式 

(表-7参照) 

市町村合併後は12～15g/人･日前後で推移しており、今後も同程度で推移する

と想定されるため、予測値が同範囲内の「分数式」を採用。 

事業系ごみ原単位 

 可燃ごみ 
分数式 

(表-8参照) 

平成20年度は経済活動の停滞によりごみ排出量が削減していると想定され、平

成20年度を除く136～142g/人･日前後で推移すると想定されるため、予測値が

同範囲内の「分数式」を採用。 

 資源ごみ 
分数式 

(表-9参照) 

データ数が少なく予測値のバラつきが大きいが、概ね現状と同程度で推移する

と想定されるため、最も相関係数の高い「分数式」が現状と同程度であるため

採用。 

 不燃ごみ 
対数式 

(表-10参照) 

市町村合併後に増加しているが、平成20年度は経済活動の停滞の影響があり、

今後は7.0～10.5g/人･日前後で推移すると想定されるため、予測値が同範囲内

の「対数式」を採用。 

資源化量 

 再生利用量 
ルート式 

(表-11参照) 

今後も市町村合併と経済活動の停滞の影響がある平成17年度と20年度を除く

177～186g/人･日前後で推移すると想定されるため、予測値が同範囲内で相関

係数の高い「ルート式」を採用。 

最終処分量 

 焼却灰 
分数式 

(表-12参照) 

過去5年間は75～77g/人･日前後で安定して推移しており、今後も同程度で推移

すると想定されるため、予測値が同範囲内の「分数式」を採用。 

 不燃物 

H20実績値 

で一定推移 

(表-13参照) 

平成14年度以降は変動が少なく安定的に推移しているため、今後も「平成20年

度実績値で一定推移」と設定。 

 資-1
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表-3 家庭系可燃ごみ 原単位の予測 

 

 

 

 

 

 

 

単位：g/人･日

一次回帰式 二次回帰式 対数式 累乗式 指数式 ルート式 分数式

Y=ａX+b Y=ａX2+bX+c Y=ａlnX+b Y=ａXb Y=ａ*e(bX) Y=ａX(1/2)+b Y=ａ/X+b

a= 1.57 -1.17 6.40 486.76 488.25 6.71 -16.17

b= 488.29 10.91 486.78 0.01 0.00 481.66 500.56

c= 474.29

相関係数 0.601 0.978 0.775 0.777 0.602 0.694 0.867

H12

H13

H14 484

H15 492

H16 495

H17 500

H18 501

H19 496

H20 494

H21 501 487 500 500 501 501 499

H22 502 478 501 501 503 502 499

H23 504 467 502 502 504 503 499

H24 506 453 502 502 506 504 499

H25 507 437 503 503 507 505 499

H26 509 419 503 503 509 506 499

H27 510 398 504 504 511 507 499

H28 512 375 504 504 512 508 499

H29 513 350 505 505 514 508 500

H30 515 322 505 505 516 509 500

：採用

現況
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原
単

位
(g

/
人

･日
)

一次回帰式 二次回帰式 対数式 累乗式

指数式 ルート式 分数式
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表-4 家庭系資源ごみ 原単位の予測 

 

 

 

 

 

 

 

単位：g/人･日

一次回帰式 二次回帰式 対数式 累乗式 指数式 ルート式 分数式

Y=ａX+b Y=ａX2+bX+c Y=ａlnX+b Y=ａXb Y=ａ*e(bX) Y=ａX(1/2)+b Y=ａ/X+b

a= -4.71 -1.62 -11.69 184.69 189.86 -15.79 17.57

b= 188.71 8.24 184.09 -0.07 -0.03 200.25 163.35

c= 169.29

相関係数 0.828 0.964 0.651 0.656 0.833 0.751 0.433

H12

H13

H14 173

H15 182

H16 182

H17 178

H18 166

H19 157

H20 151

H21 151 132 160 159 151 156 166

H22 146 112 158 158 147 153 165

H23 142 90 157 157 143 150 165

H24 137 64 156 156 139 148 165

H25 132 35 155 155 135 146 165

H26 127 3 154 154 131 143 165

H27 123 -33 153 153 128 141 165

H28 118 -71 152 153 124 139 165

H29 113 -113 152 152 121 137 164

H30 109 -159 151 151 117 135 164

：採用
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表-5 家庭系不燃ごみ 原単位の予測 

 

 

 

 

 

 

 

単位：g/人･日

一次回帰式 二次回帰式 対数式 累乗式 指数式 ルート式 分数式

Y=ａX+b Y=ａX2+bX+c Y=ａlnX+b Y=ａXb Y=ａ*e(bX) Y=ａX(1/2)+b Y=ａ/X+b

a= -0.68 0.73 -3.09 29.78 28.74 -3.08 8.41

b= 28.71 -6.49 29.77 -0.12 -0.03 31.94 22.88

c= 37.43

相関係数 0.310 0.653 0.448 0.439 0.322 0.381 0.540

H12

H13

H14 32

H15 27

H16 23

H17 24

H18 28

H19 18

H20 30

H21 23 32 23 23 23 23 24

H22 23 38 23 23 22 23 24

H23 22 45 23 22 22 22 24

H24 21 54 22 22 21 22 24

H25 21 64 22 22 20 21 24

H26 20 76 22 22 20 21 24

H27 19 89 22 21 19 20 23

H28 19 104 21 21 19 20 23

H29 18 120 21 21 18 20 23

H30 17 137 21 21 18 19 23

：採用
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表-6 家庭系有害ごみ 原単位の予測 

 

 

 

 

 

 

 

単位：g/人･日

一次回帰式 二次回帰式 対数式 累乗式 指数式 ルート式 分数式

Y=ａX+b Y=ａX2+bX+c Y=ａlnX+b Y=ａXb Y=ａ*e(bX) Y=ａX(1/2)+b Y=ａ/X+b

a= 0.01 0.06 -0.06 2.09 2.00 -0.02 0.27

b= 2.00 -0.47 2.10 -0.04 0.00 2.07 1.93

c= 2.71

相関係数 0.048 0.698 0.122 0.150 0.014 0.037 0.259

H12

H13

H14 2.3

H15 1.9

H16 2.1

H17 1.6

H18 2.1

H19 1.7

H20 2.5

H21 2.1 2.8 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0

H22 2.1 3.3 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0

H23 2.1 4.0 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0

H24 2.1 4.8 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0

H25 2.1 5.7 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0

H26 2.1 6.7 2.0 1.9 2.0 2.0 1.9

H27 2.1 7.8 1.9 1.9 2.0 2.0 1.9

H28 2.1 9.1 1.9 1.9 2.0 2.0 1.9

H29 2.1 10.4 1.9 1.9 2.0 2.0 1.9

H30 2.1 11.9 1.9 1.9 2.0 2.0 1.9

：採用

現況
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表-7 家庭系粗大ごみ 原単位の予測 

 

 

 

 

 

 

 

単位：g/人･日

一次回帰式 二次回帰式 対数式 累乗式 指数式 ルート式 分数式

Y=ａX+b Y=ａX2+bX+c Y=ａlnX+b Y=ａXb Y=ａ*e(bX) Y=ａX(1/2)+b Y=ａ/X+b

a= 1.61 0.20 4.52 5.68 5.23 5.69 -8.24

b= 3.86 -0.01 4.78 0.44 0.16 -0.66 13.34

c= 6.29

相関係数 0.942 0.965 0.840 0.857 0.949 0.902 0.678

H12

H13

H14 7

H15 7

H16 7

H17 9

H18 12

H19 15

H20 15

H21 17 19 14 14 18 15 12

H22 18 23 15 15 21 16 12

H23 20 26 15 16 25 17 13

H24 22 31 16 16 29 18 13

H25 23 35 16 17 34 19 13

H26 25 40 16 18 39 20 13

H27 26 46 17 18 46 21 13

H28 28 52 17 19 54 21 13

H29 30 58 17 19 63 22 13

H30 31 65 18 20 73 23 13

：採用
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表-8 事業系可燃ごみ 原単位の予測 

 

 

 

 

 

 

 

単位：g/人･日

一次回帰式 二次回帰式 対数式 累乗式 指数式 ルート式 分数式

Y=ａX+b Y=ａX2+bX+c Y=ａlnX+b Y=ａXb Y=ａ*e(bX) Y=ａX(1/2)+b Y=ａ/X+b

a= -1.21 -0.88 -2.53 140.15 142.01 -3.76 2.93

b= 141.86 5.83 140.08 -0.02 -0.01 144.24 135.92

c= 131.29

相関係数 0.597 0.958 0.394 0.399 0.600 0.500 0.202

H12

H13

H14 137

H15 138

H16 142

H17 139

H18 139

H19 136

H20 128

H21 132 122 135 135 132 134 136

H22 131 112 135 134 131 133 136

H23 130 102 134 134 130 132 136

H24 129 89 134 134 128 132 136

H25 127 74 134 134 127 131 136

H26 126 58 134 133 126 131 136

H27 125 40 133 133 125 130 136

H28 124 21 133 133 124 130 136

H29 122 -1 133 133 123 129 136

H30 121 -24 133 133 122 129 136

：採用
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表-9 事業系資源ごみ 原単位の予測 

 

 

 

 

 

 

 

単位：g/人･日

一次回帰式 二次回帰式 対数式 累乗式 指数式 ルート式 分数式

Y=ａX+b Y=ａX2+bX+c Y=ａlnX+b Y=ａXb Y=ａ*e(bX) Y=ａX(1/2)+b Y=ａ/X+b

a= -4.30 0.75 -9.50 22.94 29.32 -13.12 17.05

b= 25.50 -8.05 22.30 -0.64 -0.30 34.91 5.87

c= 29.25

相関係数 0.890 0.901 0.915 0.888 0.897 0.905 0.918

H12

H13

H14

H15

H16

H17 23

H18 13

H19 15

H20 8

H21 4 8 7 8 6 6 9

H22 -0 8 5 7 5 3 9

H23 -5 10 4 7 4 0 8

H24 -9 13 3 6 3 -2 8

H25 -13 18 1 6 2 -4 8

H26 -18 24 0 5 1 -7 8

H27 -22 31 -0 5 1 -9 7

H28 -26 41 -1 5 1 -11 7

H29 -30 51 -2 4 1 -12 7

H30 -35 64 -3 4 0 -14 7

：採用
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表-10 事業系不燃ごみ 原単位の予測 

 

 

 

 

 

 

 

単位：g/人･日

一次回帰式 二次回帰式 対数式 累乗式 指数式 ルート式 分数式

Y=ａX+b Y=ａX2+bX+c Y=ａlnX+b Y=ａXb Y=ａ*e(bX) Y=ａX(1/2)+b Y=ａ/X+b

a= 1.32 0.02 3.81 0.72 0.60 4.75 -7.05

b= -1.27 1.13 -0.63 1.09 0.38 -5.12 6.63

c= -0.99

相関係数 0.770 0.770 0.704 0.784 0.857 0.748 0.576

H12

H13

H14 1.2

H15 1.2

H16 1.2

H17 1.6

H18 7.0

H19 10.5

H20 5.4

H21 9.3 9.6 7.3 7.0 12.4 8.3 5.7

H22 10.6 11.1 7.7 7.9 18.1 9.1 5.8

H23 11.9 12.7 8.2 8.9 26.4 9.9 5.9

H24 13.3 14.3 8.5 9.9 38.6 10.6 6.0

H25 14.6 16.0 8.8 10.9 56.4 11.3 6.0

H26 15.9 17.7 9.2 11.9 82.4 12.0 6.1

H27 17.2 19.5 9.4 12.9 120.4 12.6 6.1

H28 18.5 21.3 9.7 13.9 175.9 13.3 6.2

H29 19.9 23.2 9.9 14.9 257.0 13.9 6.2

H30 21.2 25.1 10.2 15.9 375.5 14.4 6.2

：採用
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表-11 再生利用量 原単位の予測 

 

 

 

 

 

 

 

単位：g/人･日

一次回帰式 二次回帰式 対数式 累乗式 指数式 ルート式 分数式

Y=ａX+b Y=ａX2+bX+c Y=ａlnX+b Y=ａXb Y=ａ*e(bX) Y=ａX(1/2)+b Y=ａ/X+b

a= -1.68 -2.49 -1.68 185.44 190.22 -4.14 -3.27

b= 190.14 18.23 185.47 -0.01 -0.01 191.39 184.64

c= 160.29

相関係数 0.306 0.842 0.097 0.112 0.324 0.204 0.084

H12

H13

H14 177

H15 186

H16 186

H17 206

H18 184

H19 177

H20 168

H21 177 147 182 181 176 180 184

H22 175 123 182 181 175 179 184

H23 173 94 182 181 173 178 184

H24 172 60 181 181 171 178 184

H25 170 21 181 181 170 177 184

H26 168 -23 181 181 168 176 184

H27 167 -72 181 180 167 176 184

H28 165 -126 181 180 165 175 184

H29 163 -185 181 180 163 175 184

H30 162 -249 181 180 162 174 184

：採用
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表-12 焼却灰（最終処分量） 原単位の予測 

 

 

 

 

 

 

 

単位：g/人･日

一次回帰式 二次回帰式 対数式 累乗式 指数式 ルート式 分数式

Y=ａX+b Y=ａX2+bX+c Y=ａlnX+b Y=ａXb Y=ａ*e(bX) Y=ａX(1/2)+b Y=ａ/X+b

a= 1.32 -0.51 4.76 67.93 68.43 5.27 -11.12

b= 68.43 5.42 67.92 0.07 0.02 63.57 77.83

c= 62.29

相関係数 0.816 0.983 0.931 0.931 0.813 0.881 0.964

H12

H13

H14 67

H15 71

H16 75

H17 75

H18 76

H19 77

H20 75

H21 79 73 78 78 79 78 76

H22 80 70 78 79 81 79 77

H23 82 65 79 79 82 80 77

H24 83 60 79 80 84 81 77

H25 84 54 80 80 85 82 77

H26 86 46 80 81 87 83 77

H27 87 38 80 81 89 83 77

H28 88 28 81 81 90 84 77

H29 90 18 81 82 92 85 77

H30 91 6 81 82 94 85 77

：採用
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表-13 不燃物（最終処分量） 原単位の予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：g/人･日

一次回帰式 二次回帰式 対数式 累乗式 指数式 ルート式 分数式

Y=ａX+b Y=ａX2+bX+c Y=ａlnX+b Y=ａX
b

Y=ａ*e
(bX)

Y=ａX
(1/2)

+b Y=ａ/X+b

a= 0.71 1.00 0.62 26.31 24.32 1.73 2.07

b= 24.43 -7.29 26.53 0.02 0.03 23.95 26.52

c= 36.43

相関係数 0.335 0.878 0.092 0.076 0.316 0.220 0.136

H12

H13

H14 31

H15 26

H16 22

H17 21

H18 27

H19 32

H20 32

H21 32 30 42 28 27 30 29 27

H22 32 31 52 28 27 31 29 27

H23 32 32 64 28 28 31 29 27

H24 32 32 77 28 28 32 30 27

H25 32 33 93 28 28 33 30 27

H26 32 34 111 28 28 34 30 27

H27 32 34 130 28 28 35 30 27

H28 32 35 152 28 28 36 31 27

H29 32 36 176 28 28 37 31 27

H30 32 37 202 28 28 38 31 27

（現況固定）

：採用
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